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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炉中で石炭を燃焼させ、ＮＯｘ及び少なくとも１つのＳＯｘ及び水銀の放出を低減する
方法であって、炉中で精製炭を燃焼させることを含んでなり、前記精製炭は亜瀝青炭又は
褐炭、０．００１～１．０重量％の臭素化合物及び０．１～１０重量％の粉末吸着剤の混
合物を含んでなり、前記粉末吸着剤はセメントキルンダスト（ＣＫＤ）を含んでなり、さ
らに前記粉末吸着剤の重量に基づいて０．１重量％未満のＮａ２Ｏ、０．１重量％未満の
Ｋ２Ｏ、及び０．５重量％未満の塩素を含んでなり、前記臭素化合物及び前記粉末吸着剤
を使用しない石炭燃焼と比較し、石炭燃焼施設からの水銀排出を４０％以上低減させ、及
び、前記臭素化合物及び前記粉末吸着剤を使用しない石炭燃焼と比較し、石炭燃焼施設か
らのＮＯｘ放出を２０％以上低減させる、方法。
【請求項２】
　精製炭は、０．００２～１．０重量％の臭素化合物及び０．１～２．０重量％の粉末吸
着剤を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　粉末吸着剤は、ＣＫＤ、並びに粉砕ＣＫＤ、キルン供給物、変換セメント、乾燥クリン
カー、貯蔵ＣＫＤ及び石灰石の１つ以上を含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　粉末吸着剤は、ＣＫＤ及び粉砕ＣＫＤを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　粉末吸着剤は、ＣＫＤ及びアルミノケイ酸塩粘土を含んでなる、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　粉末吸着剤は、ＣＫＤ及びカオリンを含んでなる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　石炭燃焼施設の炉において水銀を含む亜瀝青炭の燃焼により、エネルギーを発生させる
方法であって；
第１吸着剤組成物を石炭に投与すること；
投与した第１吸着剤を含む石炭を炉に輸送すること；
前記石炭を輸送すると同時に、前記炉に第２吸着剤を加えること；及び
前記第１及び第２吸着剤の存在下、炉中で前記石炭を燃焼させ、熱エネルギー及び灰を発
生させることを含んでなり、
ここで前記第１吸着剤は臭素化合物を含んでなり、前記第２吸着剤はセメントキルンダス
ト、０．１％未満のＮａ２Ｏ、０．１％未満のＫ２Ｏ、及び０．５％未満の塩素を含んで
なり、ここで前記割合は前記第２吸着剤の総重量を基準とする重量であり、前記第１及び
第２吸着剤を使用しない石炭燃焼と比較し、石炭燃焼施設からの水銀排出を４０％以上低
減させ、及び、前記第１及び第２の吸着剤を使用しない石炭燃焼と比較し、石炭燃焼施設
からのＮＯｘ放出を２０％以上低減させる、前記方法。
【請求項８】
　第１吸着剤は臭化カルシウム水溶液である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　燃焼させる石炭量を基準として、０．００１～０．５％の割合で臭化カルシウムを加え
ることを含んでなる、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　第２吸着剤は、ＣＫＤ及び粉砕ＣＫＤを含んでなる、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　第２吸着剤は、粉砕ＣＫＤ、キルン供給物、変換セメント、乾燥クリンカー、貯蔵ＣＫ
Ｄ及び石灰石の１つ以上を含んでなる、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　消費する石炭重量を基準として、０．１～１０重量％の割合で第２吸着剤を加えること
を含んでなる、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は２０１４年３月１４日に出願された有効な米国出願Ｎｏ．１４／２１０，９０
９の優先権及び２０１３年３月１５日に出願された仮の米国出願Ｎｏ．６１／７８８，４
４２の利益を主張し、その全体の開示は参照により組み込まれる。
【０００２】
　本発明は石炭などの水銀含有燃料の燃焼に際して大気中に排出される水銀、窒素酸化物
及び／又は硫黄酸化物のレベルを低減する組成物及び方法を提供する。特に本発明は燃焼
中に石炭燃焼系へ様々なハロゲン及び他の吸着剤を添加することを提供する。吸着剤の使
用により汚染物質放出を低減し、炉の汚染を防止する。
【背景技術】
【０００３】
　次の二世紀に必要とされる世界のエネルギーの大部分を満たすことができるかなりの石
炭源が世界中に存在する。高硫黄石炭は豊富にあるが、燃焼に際して過剰の硫黄が大気中
に放出されることを防止するための浄化工程を必要とする。米国において、低硫黄石炭は
、ワイオミング州及びモンタナ州のパウダーリバーベイスンに、ノース及びサウスダコタ
州の中北部の褐炭鉱床に、及びテキサス州の褐炭鉱床に、低ＢＴＵ値石炭の形態として存
在している。しかし、石炭が硫黄を低く含有する場合でさえも、それらは、なお、無視で



(3) JP 6595547 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

きないレベルの元素水銀及び酸化水銀及び／又は他の重金属を含有する。
【０００４】
　残念なことに、水銀は石炭燃焼に際して少なくとも部分的に揮発する。結果として水銀
は灰中に留まる傾向がなく、むしろ、燃焼排ガスの成分になる。浄化をしない場合、水銀
は石炭燃焼施設から大気へ放出される傾向にある。現在、水銀のいくらかは設備によって
、例えばウェットスクラバー及びＳＣＲ制御系において捕捉される。しかし、大部分の水
銀は捕捉されず、従って、排気筒を通じて放出される。
【０００５】
　米国における大気中への水銀放出は、年間約５０トンである。放出のかなりの画分は、
石炭燃焼施設（例えば電気事業施設）からの放出である。水銀は既知の環境公害であり、
ヒト及びヒト以外の動物の両方の健康問題を導く。公衆衛生を守るため、及び環境を保護
するため、ユーティリティ業界は、その工場からの水銀放出レベルを低減するための系を
開発し、試験し、及び実行し続けている。炭素質材料の燃焼において、水銀及び他の所望
されない化合物が燃焼相の後に捕捉及び保持され、その結果、それらが大気中に放出され
ない方法が望まれている。
【０００６】
　窒素酸化物（ＮＯｘ）及び硫黄酸化物（ＳＯｘ）などの他の汚染物質は石炭燃焼に際し
て放出される。これらはスモッグ及び酸性雨などの環境問題を悪化させる。その上、産業
界はこれらの汚染物質を低減する方法を積極的に追求し続けている。
【０００７】
　特定の石炭施設の経営者は、ＩＲＳ規制４５節の下、これらの汚染物質の放出を低減す
る努力に対して税控除の資格を得る。特定の状況下、これらの経営者は所望としない炉の
汚損を見てきた。例えば、低硫黄亜瀝青炭を燃料として燃焼する場合、付着物がボイラー
管表面に形成される傾向にあり、これは熱交換効率の低下及び運用費の増大をもたらす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、経営者は熱効率を低下させることなく、所望とする大気汚染の低減を達成可能
である吸着剤組成物及び使用方法を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　特に亜瀝青炭及び褐炭と共に使用する吸着剤は低レベルのアルカリを含むことを条件と
する。アルカリレベルの高い従来技術の吸着剤はそれらを燃焼する炉の汚損をもたらし得
る。吸着剤のアルカリ性を低下させることにより、経営者はボイラー表面や他の部分への
付着物形成につながる気相中の不必要な反応に利用されるナトリウム及びカリウムを最小
限にすることができる。
【００１０】
　１つ以上の水銀、窒素（ＮＯｘとして）及び硫黄（ＳＯｘとして）放出を低減するため
に燃焼され得る精製炭を調整するために吸着剤を使用できる。精製炭の製造方法は亜瀝青
炭（又は褐炭）と吸着剤組成物を混合することを含む。一実施態様において、吸着剤は０
．００１～１重量％の液体吸着剤、及び０．１～１０重量％の粉末吸着剤であり、ここで
、前記割合は精製炭の総重量を基準とする重量である。液体吸着剤は臭素化合物を含み、
粉末吸着剤はカルシウム、シリカ、アルミナを含み、さらに１重量％未満Ｎａ２Ｏ及び１
重量％未満のＫ２Ｏを含んでなり、ここで粉末吸着剤は０．１重量％未満の塩素をさらに
含んでなる。
【００１１】
　一態様において、粉末吸着剤はセメントキルンダスト（ＣＫＤ）を含み、該ＣＫＤはＮ
Ｏｘ放出低減に有用であり、ＣＫＤが高濃度のアルカリを含む場合、これの改善と共に、
いくつかのＣＫＤはアルカリ総量が２％未満又は１％未満の仕様を達成するため、より低
いアルカリ物質により代用される。種々の実施態様において、粉末吸着剤はまた、亜瀝青
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炭及び褐炭における汚損を低減するために、低塩素の仕様を満たす。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　種々の実施態様において、本発明は石炭などの水銀含有燃料の燃焼により生じる水銀、
窒素酸化物（ＮＯｘ）及び硫黄酸化物（ＳＯｘ）の放出を低減する組成物及び方法を提供
する。商業的に貴重な実施態様は環境の保護並びに政府規制及び条約義務に従うため、石
炭燃焼施設からの窒素、硫黄及び／又は水銀の放出を低減するための本発明の使用である
。粉末吸着剤の改良は、石炭燃焼炉の汚損を低減することにより優れた実施を提供すると
同時に、ＮＯｘ及びＳＯｘなどの環境汚染物質の除去により有害な影響を及ぼさない。
【００１３】
　種々の実施態様において、本発明の方法は灰中の水銀の捕捉により石炭燃料施設などの
点源から大気中への水銀放出を防止すると同時に、炉の効率を低下させ得る炉汚損を最小
限にする。さらに、該方法は水銀含有石炭の燃焼により生成される石炭灰などの固体廃棄
物からの浸出により、水銀及び他の重金属が自然環境に放出されることを防止する。これ
らのいずれの方法においても、水銀が水域に入るのを阻止する。従って、石炭燃焼施設の
ような施設からの水銀放出の防止又は低減は、より少ない空気汚染、より少ない水汚染、
及びより少ない有害廃棄物の生成、及び結果として生じるより少ない土壌汚染を含む様々
な環境的利益を導く。限定されないが便宜上、本発明の有利な特徴は水銀又は他の重金属
によって、空気、水、及び土壌汚染を防止することであると説明される。
【００１４】
　一実施態様において、ＮＯｘ及び少なくとも１つのＳＯｘ及び水銀の放出を低減するた
めに炉中で石炭を燃焼する方法を提供する。該方法は炉中で精製炭を燃焼することを含む
。該精製炭は順に亜瀝青炭、臭素化合物及び粉末吸着剤の混合物である。該粉末吸着剤は
カルシウム、シリカ、アルミナを含み、及び前記粉末吸着剤の重量を基準として、１重量
％未満のＮａ２Ｏ及び１重量％未満のＫ２Ｏの低アルカリ値により、及び好ましくはまた
０．５％未満、０．３％未満、又は０．１％未満の低塩素値によりさらに特徴づけられる
。種々の実施態様において、臭素化合物の処理レベルは０．００１～１．０重量％である
が、通常の粉末吸着剤の処理レベルは石炭の重量を基準として０．１～１０重量％である
。種々の実施態様において、該粉末吸着剤は本明細書に記載されるＣＫＤ又はＣＫＤと他
の低アルカリ粉末との混合物を含む。また該粉末吸着剤は、カオリン又はメタカオリンな
どのアルミノケイ酸塩粘土を含み得る。
【００１５】
　別の実施態様において、石炭燃焼施設の炉において亜瀝青炭を含む水銀燃焼によりエネ
ルギーを発生させる方法を提供する。該方法はまず石炭へ第１吸着剤組成物を投与するこ
と、及び投与した第１吸着剤を含む石炭を炉に輸送することを含む。添加した第１吸着剤
を含む石炭を輸送すると同時に、炉に第２吸着剤を加える。次いで、第１及び第２吸着剤
の存在下、炉中で石炭を燃やし、熱エネルギー及び灰を発生させる。第１吸着剤は臭素化
合物を含み、第２吸着剤は４０重量％より多くのＣａＯ、１０重量％より多くのＳｉＯ２

、２～１０％のＡｌ２Ｏ３、１～５％のＦｅ２Ｏ３、及び１～５％のＭｇＯ、１重量％未
満のＮａ２Ｏ、及び１％未満のＫa２Ｏの成分を有する。実施態様において第２吸着剤は
０．５％未満の塩素を有する。
【００１６】
　別の実施態様において、精製炭を製造する方法を提供する。該精製炭は亜瀝青炭を含み
、添加した吸着剤成分を含む。該方法は石炭、液体吸着剤（例えば石炭を基準として０．
００１～１重量％）及び粉末吸着剤（例えば石炭を基準として０．１～１０重量％）を付
加混合することを含み、ここで前記液体吸着剤は臭素化合物及び粉末吸着剤を含んでなり
、ここで前記粉末吸着剤は４０％より多くのＣａＯ、１０％より多くのＳｉＯ２、２～１
０％のＡｌ２Ｏ３、１～５％のＦｅ２Ｏ３、１～５％のＭｇＯ、１％未満のＮａ２Ｏ、１
％未満のＫ２Ｏを含んでなる。種々の実施態様において、該粉末吸着剤はさらに０．５％
未満の塩素又は０．１％未満の塩素を有するとして特徴づけられる。
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【００１７】
　有利なことに言及した粉末吸着剤、特に総アルカリ分が低い、塩素が低い又はいずれも
が低い組成物の使用が、パウダーリバーベイスン（ＰＲＢ）の石炭などの亜瀝青炭又は褐
炭を燃焼する炉において汚損低減に効果的であることが見出された。本明細書に記載され
る改良吸着剤の使用により炉の運用者が環境規制に従い、米国ＩＲＳ規制の下、特定の税
控除の資格を得ることができ、同時に炉及び関連施設の所望としない汚損を回避すること
ができる。
【００１８】
　それぞれ限定された実施態様のさらなる実施例を以下に記述する。文字通り記載され又
は例示されていない他の実施態様を提供するために、本明細書に記載される種々の成分及
び方法工程を組み合わせ、適合させ得ると理解すべきである。実施例は当業者が発明を実
行すること、及び注目すべき環境的利益及び運用上の利益をもたらすことを可能とする。
【００１９】
　燃焼前に石炭を処理するために、及び／又は炎又は炎の下流に添加するために、好まし
くは最低温度で該方法における種々の利点を生じる耐火性構造の完成形を確保するために
種々の吸着剤成分を組み合わせて使用する。該成分を燃焼前に石炭に添加する場合、生成
物は精製炭であり、この精製炭の使用が環境汚染を低減し、及び米国における特定の税控
除の資格を与え得る。
【００２０】
　吸着剤組成物はカルシウム、アルミナ、シリカ及びハロゲンを含む。パウダーリバーベ
イスン石炭などの亜瀝青炭又は褐炭を燃焼する場合、汚染低減のために吸着剤のＫ２Ｏを
最大１％に維持し、及び吸着剤のＮａ２Ｏを最大１％に維持し、ここで％はカルシウム、
アルミナ、シリカ及び他の成分を含む粉末吸着剤の重量を基準とする。実施態様において
、Ｎａ２Ｏ及びＫ２Ｏはそれぞれ０．５％未満又はそれぞれ０．１％未満である。さらに
、種々の実施態様において、また低塩素値（例えば＜０．５％、＜０．３％又は＜０．１
％）を有する粉末吸着剤を供給することが有利であることを見出した。
【００２１】
　粉末吸着剤混合物又は無視できない量のカルシウムを有する組成物に添加することによ
りカルシウムを供給する。例えば多くのアルカリ粉末は、ＣａＯを基準に２０％以上のカ
ルシウムを含む。実施例は石灰石、石灰、酸化カルシウム、水酸化カルシウム（消石灰）
、ポルトランドセメント及び他の工業生成物又は工業過程の副生成物、及びカルシウム含
有アルミノケイ酸塩鉱物である。シリカ及びアルミナの内容は、シリカ及びアルミナがよ
り複雑な化学又は分子形態で度々存在すると理解されていても、ＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３

の同等物に基づく。
【００２２】
　種々の実施態様において粉末吸着剤が、石炭燃焼施設からのＮＯｘ低減をもたらすと考
えられるセメントキルンダスト（ＣＫＤ）の効果的な量を含むことが有利である。いくつ
かのＣＫＤは相対的に高い（１０％に相当するぐらい高い）塩素含量を有する。ＣＫＤを
用いる場合、ＣＫＤ源及びそのアルカリ及び塩素の元々の含量により、亜瀝青炭又は褐炭
を燃焼する場合得られる粉末は、最善の結果のためにはアルカリ及び／又は塩素において
高すぎる結果となり得る。そうであるならば、ナトリウム及びカリウム量が低い他の原料
と共にいくつかのＣＫＤを混合すること、好ましくは＜１％のＮａ２Ｏ及び＜１％のＫ２

Ｏの仕様、又は＜０．５％のＮａ２Ｏ及び＜０．５％のＫ２Ｏの仕様を達成することが有
利である。このようなアルカリ分の少ない材料は、粉砕ＣＫＤ（セメント生成物の仕様を
満たし得る又は満たし得ないセメントキルンクリンカー、及びその後ＣＫＤと混合するた
めに粉砕されるセメントキルンクリンカー）；キルン供給物（例えばＣａ、Ｍｇ、Ｓｉ、
Ａｌ、Ｆｅなどのセメントを製造する全ての成分を含む、セメントキルンに導入される供
給流）；変換セメント（特定の新しいセメント生成物を導入する空間を作るために空にし
たサイロにおけるセメント生成物）；乾燥クリンカー（ＣＫＤの添加前に回収され粉砕さ
れた場所に貯蔵されたクリンカー）；貯蔵ＣＫＤ（貯蔵された場所又は廃棄物貯蔵庫から
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のＣＫＤ）；及び石灰石を含む。任意のこれらの材料が廃棄される或いは埋め立てねばな
らない廃棄生成物を表す程度まで、さらなる環境的利益が、本明細書に記載される吸着剤
のそれらの使用により達成される。
【００２３】
　種々の実施態様において、前記成分は共に
・水銀、窒素酸化物、及び硫黄酸化物の放出を低減し；
・水銀元素及び酸化水銀の放出を低減し；
・ボイラー管の脱スラッギングを通じて石炭燃焼工程の効率を
向上させ；
・所望としない付着物による炉の汚染を防止し；
・石炭灰中のＨｇ、Ａｓ、Ｐｂ、及び／又はＣｌの水準を
増大させ；
・灰中の浸出性の重金属（例えばＨｇ）のレベルを、好ましくは検出限界未満のレベルま
で低減し；及び
・高度なセメント質灰生成物を生成させる。
【００２４】
　本明細書に用いられるように特に指示のない限り、全ての％は重量に基づく。本明細書
に記載される化学組成物の種々の材料は、通常Ｘ線蛍光技術により決定される元素分析か
ら算出されたサンプルにより表されたものであることを留意すべきである。種々の単純酸
化物が材料中、より複雑な化合物中に存在し得る及び存在するが、酸化物分析は個々の組
成物に関する化合物濃度を表すために有用な方法である。
【００２５】
　典型的な石炭燃焼施設において石炭はレールカーに至る。吸着剤が既に投与されている
場合石炭は精製炭である。吸着剤がまだ投与されていない場合、石炭は原炭である。典型
的な例示した実施態様において、石炭をベルト受けに輸送し、ベルト受けが該石炭を混合
機に導く。該混合機の後に石炭は供給ベルトに下ろされ、石炭貯蔵区域に置かれる。石炭
貯蔵区域に通常、火格子及び容器があり；そこから時々バンカーと呼ばれる開口備蓄区域
にベルトによって石炭が輸送される。バンカー又はクラッシャーからの石炭がストーカ炉
に供給され得る。微粉炭を燃焼させる炉において、石炭はベルト又は他の手段によりクラ
ッシャーのような破砕装置及び最終的に微粉砕機に輸送される。貯蔵システムにおいて石
炭は微粉砕され、空気又はガスにより集塵機に輸送され、該微粉砕石炭は貯蔵容器に輸送
され、必要に応じて炉に供給される。直接的な燃料システムにおいて、石炭は微粉砕され
炉に直接輸送される。半直接的なシステムにおいて、石炭は微粉砕機からサイクロン集塵
機に導入される。石炭は該サイクロン集塵機から直接炉に供給される。
【００２６】
　稼動の間石炭は炉中に供給され、酸素の存在下に燃焼される。高いｂｔｕ燃料では、典
型的な炎の温度が燃焼室において２７００゜Ｆ（約１４８０℃）～約３０００゜Ｆ（約１
６４０℃）又はそれ以上［例えば３３００゜Ｆ（約１８１５℃）～３６００゜Ｆ（約１９
８２℃）のオーダーである。
【００２７】
　燃焼前に石炭に吸着剤を添加することにより精製炭を生成する。石炭生産者により吸着
剤を添加することができ、運用者により炉に輸送することができ、若しくは運用者の所有
地又はその近くにある別の施設で精製炭を生成することができる。精製炭の場合には、燃
焼のために全ての吸着剤組成物を炉に供給する。
【００２８】
　他の種々の実施態様において本発明による吸着剤組成物は、燃焼中、原炭又は炉の様々
な部分に添加される。限定されない方法において微粉砕前又は微粉砕の間、及び／又は燃
焼のために微粉砕機から炉に輸送される間、混合機で、ベルト受け又は供給ベルトで、石
炭貯蔵区域で、集塵機で、貯蔵容器で、サイクロン集塵機で、粉砕機で、吸着剤を石炭に
添加する。便利なことに種々の実施態様において混合機又は微粉砕機などで石炭を混合す
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る工程の間に、吸着剤を石炭に加える。
【００２９】
　あるいは又は加えて、吸着剤組成物は燃料燃焼の間に、該組成物を炉へ噴射することに
より石炭燃焼システムに加えられる。好ましい実施態様において、該組成物は火玉又は火
玉近傍（例えば、該温度は２０００゜Ｆ超、２３００゜Ｆ超又は２７００゜Ｆ超である）
に噴射される。バーナー及び炉の運転パラメータ設計に従って、燃料と共に、主な燃焼空
気と共に、炎上に、オーバーファイア空気と共に又はオーバーファイア空気上などに、効
率的に吸着剤を添加する。また、炉の設計及び運転に応じて吸着剤は炉の１つ以上の面か
ら、及び／又は炉の１つ以上の角から噴射される。吸着剤組成物及び吸着剤成分の添加は
、噴射温度が十分に高く、及び／又は設定されたバーナー及び炉の空気力学が、粉末吸着
剤と燃料及び／又は燃焼生成物との十分な混合を導く場合に最も効率的な傾向にある。あ
るいは又は加えて、吸着剤は、炎及び炉の下流の対流経路に添加される。種々の実施態様
において、吸着剤の最適な噴射又は投与点は、炉を形成すること並びに吸着剤、石炭の最
良な混合及び所望の結果得られる燃焼生成物をもたらすパラメータ（噴射速度、噴射位置
、炎上側の距離、壁の距離、粉末噴射の方法など）を選択することにより見出される。
【００３０】
　石炭燃焼系において、熱くなった燃焼ガス及び空気は下流方向の対流経路（すなわち、
火球に関連する下流）を通じて炎から離れた対流により移動する。施設の対流経路は各領
域におけるガス及び燃焼生成物の温度により特徴づけられる複数の領域を含む。通常、燃
焼ガスの温度は火球から下流方向に移動すると同時に低下する。飛灰及び燃焼ガスは、１
つの実施例における石炭が約２７００゜Ｆ～３６００゜Ｆ（約１４８０℃～１６５０℃）
の温度で燃焼される炉から対流経路の下流を通じて、常に温度低下する領域に移動する。
例えば火球の下流は、２７００゜Ｆ未満の温度領域である。さらに下流、温度が約１５０
０゜Ｆに冷却される位置に到達する。該２つの位置の間は約１５００゜Ｆ～約２７００゜
Ｆの温度を有する領域である。さらに下流、１５００゜Ｆ未満の領域などに到達する。さ
らに対流流路に沿ってガス及び飛灰は、ガスが排気筒から放出される前に通常約３００゜
Ｆの温度を有するバグハウス又は電気集塵装置に到達するまでに低温度領域を通過する。
【００３１】
　燃焼ガスは硫黄、窒素及び水銀を含む所望とされない様々なガスだけでなく、二酸化炭
素を含む。対流流路はまた、高温ガスと共に運ばれる様々な灰で満たされる。大気中への
放出前に灰を除去するため、微粒子除去システムを使用する。電気集塵装置及びバグハウ
スなどのこのような種々の除去システムは通常対流流路に配置する。さらに、化学的な洗
浄装置は対流流路に配置することができる。さらに、硫黄（ＳＯｘとして）、窒素 （ Ｎ
Ｏｘとして）及び水銀などのガス成分を監視するための様々な装置を備えてもよい。
【００３２】
　従って、種々の実施態様において、本発明の方法は吸着剤を
燃焼の間、炉に直接（「混焼」添加）；
燃焼前に石炭などの燃料に直接（精製炭の製造のための「予燃焼」添加）；
５００℃より高い温度領域及び好ましくは８００℃より高い好ましい温度領域で燃料後、
ガス流に直接（「後燃焼」添加）；又は
予燃焼、混焼、及び後燃焼の添加を組み合わせて
投与することを必要とする。
【００３３】
　吸着剤の投与は、予燃焼、混焼又は後燃焼のいずれかの方法或は任意の組み合わせで「
石炭燃焼系に」行われる。吸着剤を石炭燃焼系に添加する場合、石炭又は他の燃料は種々
の吸着剤、吸着剤組成物又は吸着剤成分の「存在下」燃焼されると考えられる。
【００３４】
　好ましい実施態様において、下流への添加は、温度が約１５００゜Ｆ（８１５．５℃）
～約２７００゜Ｆ（１４８２．２℃）で実行される。いくつかの態様において、炉の設計
の詳細及び対流流路の配置に応じて、「炉へ」、「火球へ」及び「対流流路へ」の間のカ
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ットオフ点又は区分はむしろ恣意的であり得る。ある時点で、燃焼ガスは明らかに燃焼室
又は炉であるものから離れ、明らかに燃料又は炉における下流ガスの対流流路に流入する
。しかし、炉の多くは非常に大きく、そのため、火球を形成するために燃料及び空気を供
給するかなりの距離で、炉へ吸着剤を添加することが可能である。例えば、いくつかの炉
は、特により多くの完全燃焼及び／又は窒素酸化物などの放出制御を達成するため、火球
の上部位置にさらなる酸素を供給するために設計されたオーバファイア空気注入口などを
有する。オーバファイア空気口は燃料注入よりも上に２０フィート又はそれ以上高くでき
る。種々の実施態様において、石炭供給よりも上部に、オーバファイア空気口よりも上部
又は下部に、又は燃焼室内のより高い位置（炉口又は炉口の丁度下部に）に供給される石
炭と共に火玉中へ吸着剤成分又は組成物を直接注入する。これらの各位置は吸着剤と、燃
料及び／又は燃焼生成物（例えば飛灰）との混合をもたらす温度及び乱流条件により特徴
づけられる。実施態様において、炉又は炉の下流に吸着剤組成物を投与することに関して
、投与は温度が１５００゜Ｆ超、好ましくは２０００゜Ｆ超、より好ましくは温度が２３
００゜Ｆ超、及びさらに好ましくは温度が２７００゜Ｆ超で好ましくは行われる。
【００３５】
　本明細書に記載される種々の実施態様において、石炭燃焼施設からの水銀、窒素及び／
又は硫黄の放出を低減又は修正する傾向にある吸着剤組成物はまた、高濃度のセメント質
燃料の燃焼により生成される灰を与える利益的効果がある。結果として、該灰は様々なセ
メント製品及びコンクリート製品においてポルトランドセメントの部分的又は完全な代用
品として商業的に使用できる。
【００３６】
　種々の実施態様において、本発明に記載される吸着剤組成物と共に石炭を燃焼させるこ
とは、吸着剤を用いずに燃焼させる石炭と比較し重金属のレベルが上昇する灰を生じるが
、しかし、それにもかかわらず、吸着剤を用いずに生成する灰よりも低レベルの浸出性の
重金属を含む。結果として、その灰は取り扱うのに安全であり、また、例えばセメント混
合物として商業的に販売するのに安全である。
【００３７】
　灰生成物を得るために、炭素質原料の燃焼から熱エネルギーを発生させるために炭素質
燃料を燃焼させる。不燃性原料及び粒子燃焼生成物が灰を形成し、いくつかの灰は炉底に
集められるが、大部分の灰は集塵機又はフィルタ（例えば石炭燃焼施設のバグハウス）に
より燃料からの飛灰として集められる。炉底灰及び飛灰の中身は、石炭の化学的組成及び
燃焼中石炭燃焼施設に添加される吸着剤成分の量及び組成による。
【００３８】
　種々の実施態様において、石炭燃焼施設からの水銀放出を監視する。水銀元素、酸化水
銀又は両方の放出を監視する。水銀元素は基底状態又はゼロ酸化状態の水銀を意味し、一
方酸化水銀は＋１又は＋２の酸化状態の水銀を意味する。プラントからの排出前の燃料ガ
スにおける水銀レベルに応じて、予燃焼、混焼、及び／又は後燃焼で添加される吸着剤組
成物量が増加され、減少され又は変化せずに維持される。一般に、実用的なレベルと同程
度の高レベルな水銀を除去することが望ましい。実施態様においては、石炭中の水銀総量
を基準として、少なくとも４０％～９０％以下及びそれ以上の水銀除去を達成することが
できる。この量は燃料ガスから除去される水銀を示すため、水銀は大気中へ排気筒を通じ
て放出されない。この態様では、該量は吸着剤を用いない石炭燃焼と比較して、施設から
の水銀放出を低減させた量の百分率に相当する。通常、燃料ガスからの水銀除去は灰中の
水銀レベルの上昇につながる。炉中で生成する灰の総量を低減するため、石炭燃焼工程に
添加する吸着剤の量を最小限にする。このため、多くの実施態様では、吸着剤組成物の添
加速度を調整するために水銀放出量を測定し、系に過剰な材料を添加せずに所望とする水
銀低減を達成することが望ましい。
【００３９】
　添加する吸着剤成分と共に、石炭又は他の燃料を燃焼させる種々の実施態様において、
水銀並びにヒ素、アンチモン、鉛及び他金属などの石炭中の他の重金属は、バグハウス又
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は電気集塵装置に記録され、石炭燃焼プラントにおける灰含量全体の一部となる；あるい
は又は加えて、水銀及び重金属は灰底にみられる。このようにして、施設からの水銀及び
他の重金属の放出は減少される。
【００４０】
　本明細書に記載される吸着剤成分なしに、石炭を燃焼することにより生成する灰と比較
して高レベルで灰に存在する傾向にあるとしても、一般に、灰中の水銀及び他の重金属は
酸性条件下での浸出に耐久性がある。有利なことに、灰中の重金属は規制レベルを超える
浸出がない；事実、灰が通常、吸着剤と共に燃焼されることにより生成されることで、よ
り高い絶対値の重金属を含有するとしても、浸出性の重金属の濃度低減がｐｐｍ基準で灰
に観測される。なぜなら、燃焼による灰（石炭灰）は、灰のセメント質特性に加え、例え
ば、ポルトランドセメント並びにコンクリート生成物及びレディミックスを製造するため
のセメント質材料として市販する及び使用する価値があるからである。
【００４１】
　好ましい実施態様において、重金属の浸出は監視され、又は燃焼中周期的又は連続的に
監視される。米国環境保護庁のＴＣＬＰ法は一般的に使用される方法である。吸着剤の量
、特にＳｉ（ＳｉＯ２又は同等物）及び／又はＡｌ（Ａｌ２Ｏ３又は同等物）を有する吸
着剤成分の量が、所望の範囲での浸出を維持するために分析結果に基づいて調整される。
【００４２】
　一実施態様において、大気中への水銀放出量を低減するための石炭燃焼方法を提供する
。該方法は石炭を燃焼する系へのハロゲン化合物を含んでなる吸着剤組成物を投与するこ
とを含む。ハロゲン化合物は好ましくは臭素化合物であり；好ましい実施態様において、
吸着剤はボイラー管又は他の炉成分による腐食を回避するためにアルカリ金属化合物を含
まない。石炭は炉で燃焼され、灰及び燃焼ガスを生じる。燃焼ガスは水銀、硫黄及び他の
成分を含む。大気中への放出を制限するため、燃焼ガス中の所望とする水銀低減を達成す
るために、燃焼ガス中の水銀レベルを好ましくは、例えば濃度分析測定により監視する。
好ましい実施態様において、燃焼ガスで測定される水銀レベル値に応じて、投与される吸
着剤組成物の量を調整する（すなわち、それを増加させる、それを低減させる、又はいく
つかの場合それを変化させず維持することに決めることにより調整する）。好ましい実施
態様では、石炭の予燃焼に吸着剤を投与することにより系中に添加し、その後、燃焼のた
め炉中へ吸着剤を含む石炭を輸送する。
【００４３】
　別の実施態様において、ハロゲン（好ましくは臭素又はヨウ素、及びより好ましくは臭
素）化合物及び少なくとも１つのアルミノケイ酸塩材料を含む吸着剤成分を石炭燃焼系へ
投与される。該成分は吸着剤組成物単独で又は該組成物と別々に添加し、及び必要により
、石炭の予燃焼での、燃焼中炉へ、又は適当な温度で炉の下流の燃焼ガスへ添加する。好
ましい実施態様において、該成分を、石炭の予燃焼に添加し、及びその後吸着剤を含む石
炭は燃焼のために炉へ輸送する。すでに述べた通り、好ましくは水銀を燃料ガス中で監視
し、吸着剤投与速度を、測定される水銀レベル値に応じて調整する。ハロゲンは水銀放出
レベルの低下をもたらすが、一方、アルミノケイ酸塩は灰に捕捉される水銀の非浸出をも
たらす。
【００４４】
　関連する実施態様では、石炭燃焼系又は焼却炉において、石炭又は他燃料の燃焼により
生成する灰からの、水銀及び／又は他の重金属の浸出を低減する方法は、燃焼中焼却炉又
は石炭燃焼系にシリカ及びアルミナを含む吸着剤を導入すること、得られる灰からの水銀
及び／又は他の重金属の浸出量を測定すること、重金属の測定された浸出に従って添加す
るシリカ及びアルミナレベルを調整することを含む。浸出量が所望とする量よりも多い場
合、浸出量を所望の範囲に低減させるために吸着剤の投与速度を上げることができる。好
ましい実施態様において、さらに吸着剤は灰中の水銀捕捉量を増大させるためにハロゲン
（例えば臭素）化合物を含む。有利なことに、シリカ及びアルミナを含む吸着剤は汚損を
低減又は除去するために、＜１％のＮａ２Ｏ及び＜１％のＫ２Ｏを含む粉末組成物に添加
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される。
【００４５】
　一実施態様において、本発明は石炭などの水銀含有炭素質燃料の燃焼により生じる燃料
ガス中の酸化水銀量を低減すると同時に、セメント系灰生成物を生成する方法を提供する
。該方法は粉末吸着剤がカルシウム、シリカ及びアルミナを含んでなるアルカリ粉末吸着
剤の存在下で燃料を燃焼させることを含んでなる。アルカリ粉末は石炭の予燃焼に添加さ
れ、燃焼中炉へ注入され、炉の下流の燃料ガスへ投与され（好ましくは温度が１５００゜
Ｆ又はこれ以上）、又は任意の組み合わせで適用される。該粉末は水との混合である場合
、ＰＨが約７、好ましくは約８及び好ましくは約９を特徴とするアルカリである。有利な
ことに、吸着剤はそれぞれ１重量％未満、それぞれ０．５重量％未満、又はそれぞれ０．
１重量％未満のアルカリ（例えばＮａ２Ｏ及びＫ２Ｏ）を含む。種々の実施態様において
、さらに吸着剤は鉄及びマグネシウムを含む。種々の実施態様において、吸着剤における
アルミナ含量は、ポルトランドセメントのアルミナ含量よりも多く、好ましくは約５％よ
りも多い、又は約７％よりも多いアルミナを含有する。
【００４６】
　燃料燃焼中、放出を監視するために、炉からの下流燃料ガス中の水銀（酸化水銀、水銀
元素又はその両方）の濃度が測定される。測定された水銀濃度は目標濃度と比較され、測
定濃度が目標濃度を超えている場合、燃焼させる燃料の量に対して、添加する粉末吸着剤
の量を増加させる。あるいは、測定された濃度が目標濃度又はそれ未満である場合、吸着
剤の添加速度を低下させる、又は変化させずに維持することができる。
【００４７】
　別の実施態様において、粉末組成物はアルカリカルシウム成分並びに有意な量のシリカ
及びアルミナを含む吸着剤組成物である。非浸出の実施態様において、粉末組成物は、２
～５０重量％のアルミノケイ酸塩材料及び５０～９８重量％のカルシウムを含んでなるア
ルカリ粉末を含んでなる。好ましい実施態様において、アルカリ粉末は１つ以上の石灰、
酸化カルシウム、ポルトランドセメント、セメントキルンダスト、石灰キルンダスト、及
びシュガービート石灰を含んでなり、一方、アルミノケイ酸塩材料はカルシウムモンモリ
ロナイト、ナトリウムモンモリロナイト、及びカオリンからなる群より選択される１つ以
上を含む。特定の実施態様において、粉末吸着剤は低アルカリ仕様及び／又は低塩素仕様
を満たすために、ＣＫＤ及び他の材料を含んでなる。
【００４８】
　粉末組成物は回分式工程で吸着剤と共に処理される石炭量、又は連続工程で燃焼により
消費される石炭の割合を基準として、約０．１～約１０％の割合で石炭に添加される。実
施態様において、該割合は実施態様において、０．１～５重量％、０．１～２重量％、０
．１～１．５重量％、０．１～１重量％、１～８重量％、２～８重量％、４～８重量％、
４～６重量％、又は約６重量％である。特定の実施態様において、粉末組成物を燃焼中、
火玉又は炉に注入し、及び／又は石炭燃焼前に周囲条件下、石炭に投与する。注入箇所の
温度は、好ましくは少なくとも約１０００゜Ｆ又はそれ以上である。いくつかの低価格燃
料では、これは火玉中への注入又は火玉近傍への注入に相当する。
【００４９】
　さらなる実施態様において、石炭燃焼系における石炭の燃焼中、自然環境に放出される
水銀及び／又は硫黄を低減する方法は、石炭燃焼系に臭素、カルシウム、シリカ及びアル
ミナを含んでなる吸着剤成分を添加すること、並びに燃焼ガス及び飛灰を発生させるため
に吸着剤成分の存在下、石炭を燃焼することを含んでなる。燃焼ガス中の水銀量を測定し
、系に添加される臭素を含む成分濃度を、燃焼ガス中で測定される水銀値に応じて調整す
る。
【００５０】
　種々の実施態様において、４つの成分（カルシウム、シリカ、アルミナ及び臭素）を、
共に又は別々に、石炭の予燃焼に、炉に、及び／又は本明細書に記載されるような適当な
温度で燃焼ガスに添加する。該成分を含む吸着剤は好ましくは、最大１重量％未満のＮａ
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２Ｏ及び最大１重量％未満のＫ２Ｏを含む。好ましくは臭素は、石炭中の少なくとも２０
％、少なくとも４０％、少なくとも８０％又は少なくとも９０％の水銀を灰中で効率的に
捕捉するためのレベルで存在し、並びにシリカ及びアルミナは、０．２ｐｐｍ（２００ｐ
ｐｂ）未満の水銀、好ましくは１００ｐｐｂ未満の水銀、５０ｐｐｂ未満、及びさらに好
ましくは２ｐｐｂ未満の水銀の浸出値を有する飛灰を発生させるために効率的なレベルで
存在する。２ｐｐｂの濃度は水銀浸出のＴＣＬＰ試験における現在の検出制限よりも低い
濃度を示す。
【００５１】
　特定の実施態様では、該方法は、燃焼前の石炭において元々少なくとも４０％又は少な
くとも９０％の水銀を含む灰の捕捉に対応する濃度の水銀を含む、石炭灰及び／又は飛灰
を供給する。いくつかの実施態様において、水銀濃度は、大気中への水銀放出よりもむし
ろ灰中の水銀を捕捉するために、既知の飛灰よりも高い。該方法により発生する飛灰は２
００ｐｐｍ以下の水銀又はさらに高い濃度の水銀を含み、いくつかの実施態様において、
飛灰中の水銀含量は約２５０ｐｐｍである。灰の体積は通常、吸着剤の使用により増大す
る（通常の実施態様では、約２倍の灰の体積）ので、増大され、測定された水銀濃度は、
吸着剤の存在なく自然環境へ放出される水銀を含む灰より大幅な捕捉を表す。水銀並びに
鉛、クロム、ヒ素及びカドミウムなどの他の重金属の飛灰中の含量は通常、吸着剤又は吸
着剤成分の添加なしに、石炭を燃焼させることから生じる飛灰中よりも大きい。
【００５２】
　好ましくは石炭灰の水銀は、毒性指標浸出法（ＴＣＬＰ）、４０ＣＦＲ２６０．１１．
章で参照により組み込まれる通り、「固体廃棄物を評価する方法、物理的／化学的方法」
ＥＰＡ出版ＳＷ-８４６-第３出版、試験方法１３１１を用いて試験する場合、それは抽出
物において０．２ｐｐｍ未満の水銀濃度を示す。石炭を処理する吸着剤から発生する灰の
総水銀含量は、吸着剤を用いない燃焼により発生する灰における含量よりも２因子以上多
いが、石炭と本明細書に記載される吸着剤との燃焼による飛灰は、吸着剤を用いない石炭
燃焼から発生する灰よりも、浸出性の水銀が少ないことが通常観測される。例えば、ＰＲ
Ｂ石炭の燃焼による通常の灰は、約１００～１２５ｐｐｍの水銀を含み；種々の実施態様
において、ＰＲＢ石炭と本明細書に記載される約６重量％の吸着剤との燃焼により発生す
る灰は、約２００～２５０ｐｐｍの水銀又はそれ以上の水銀を有する。
【００５３】
　別の実施態様において、本発明は、石炭灰又は上記記載される灰のセメント生成物の総
量を基準として、０．１重量％～９９重量％のポルトランドセメントを含有する水硬性セ
メント生成物を提供する。さらなる実施態様において、本発明は上記記載される灰のポゾ
ラン生成物の総量を基準として、０．０１重量％～９９重量％のポゾランを含んでなるポ
ゾラン生成物を提供する。
【００５４】
　さらなる実施態様において、本発明は上記記載される灰のポゾラン生成物の総量を基準
として、０．０１重量％～９９重量％のポゾランを含んでなるポゾラン生成物を提供する
。
【００５５】
　本発明はまた、水硬性セメント生成物を含むセメント混合物を提供する。
【００５６】
　さらに本発明は、骨材セメント生成物及び水硬性セメント生成物を含む成分調合済コン
クリート（concrete ready mix）生成物を提供する。
【００５７】
　別の実施態様において、セメント混合物は、唯一のセメント組成物として本明細書に記
載される石炭灰を含む；これらの実施態様において、該灰はポルトランドセメントなどの
通常のセメントの全てを代用できる。該セメント混合物は、セメント及び必要により骨材
、充填材及び／又は他の混合物を含む。セメント混合物は通常、水と混合され、コンクリ
ート、モルタル、グラウト、流動性充填材、安定剤及び他の用途として使用される。
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【００５８】
　従って、本発明の方法は、石炭灰及び発熱又は発電エネルギーを発生させるために、石
炭と添加される吸着剤とを燃焼することを包含する。そして、該灰を回収し、セメント、
モルタル及びグラウトを含むセメント混合物を形成するために使用する。
【００５９】
　好ましい実施態様において、本明細書に記載される粉末吸着剤組成物は、より低レベル
の１つ以上のアルミノケイ酸塩材料と共に、カルシウムを含有する１つ以上のアルカリ粉
末を含む。ハロゲン成分は、必要に応じて、さらなるアルカリ粉末成分として添加され、
若しくは液体又は粉末組成物の一部として別々に添加される。有利なことに、吸着剤の使
用は、石炭燃焼系からの硫黄、窒素、水銀、他の重金属（例えば鉛及びヒ素）及び／又は
塩素の放出又は排出の低減につながる。
【００６０】
　上記及び本明細書に記載される発明の種々の実施態様で使用される吸着剤組成物は、カ
ルシウム、シリカ及び／又はアルミナをもたらす成分を、好ましくはアルカリ粉末剤の形
態で含む。種々の実施態様において、該組成物はまた、酸化鉄を含み、限定されない実施
態様において、粉末組成物は約２～１０重量％のＡｌ２Ｏ３、４０％より多く（例えば、
約４０～７０％）のＣａＯ、＞１０重量％のＳｉＯ２、約１～５％のＦｅ２Ｏ３、並びに
酸化ナトリウム及び酸化カリウムなどの＜２％、好ましくは１％未満の総アルカリ分を含
む。カルシウム、シリカ及びアルミナ及び存在する場合には他の元素を含んでなる成分が
、燃料燃焼系に成分として単独組成物で共に混合され、又は別々に若しくは任意の組み合
わせで添加される。好ましい実施態様において、吸着剤の使用は、大気中へ放出されるＮ
Ｏｘ、ＳＯｘ、及び／又は水銀量の低減につながる。
【００６１】
　有利なことに、吸着剤成分は適切な高レベルのアルミナ及びシリカを含む。アルミナ及
び／又はシリカの存在は、吸着剤の使用に見られるいくつかの利点を導く。例えば、アル
ミナ及び／又はシリカの存在、及び／又はカルシウム、鉄及び他の成分とシリカ／アルミ
ナとのバランスは、吸着剤の存在下で水銀を含む石炭又は他の燃料により発生する灰で観
測される水銀及び／又は他の重金属の低酸性度の浸出をもたらす。
【００６２】
　上記のように、カルシウム、シリカ及び／又はアルミナを与える成分は、好ましくはア
ルカリ粉末として供給される。理論により限定されず、吸着剤成分のアルカリ性は、上記
に記載される所望の特性を少なくとも部分的に導くと考えられる。例えば、粉末のアルカ
リ性は硫黄孔食の低減を導くと考えられる。中和後ジオポリマー灰が、吸着剤の存在下に
形成され、吸着剤中に存在するシリカ及びアルミナと結合して、安定化灰として報告され
るマトリックスのようなセラミックを形成すると考えられる。安定化灰は水銀及び他の重
金属の浸出を大幅に低減することを特徴とする。いくつかの実施態様において、水銀の浸
出は検出限界未満である。しかし、いくつかの灰に関して、吸着剤成分における高アルカ
リ分は所望でない汚損をもたらす傾向にある。従って、本発明の教示は、特に亜瀝青炭と
褐炭との使用に際して、（Ｎａ２Ｏ及びＫ２Ｏの含量により測定されるような）より低ア
ルカリ性及び／又はより低塩素の吸着剤を使用することによる欠点を克服する方法を記述
する。
【００６３】
　本発明の吸着剤組成物のためのカルシウム源は、限定されないが、炭酸カルシウム、石
灰石、白雲石、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、リン酸カルシウム及び他のカルシウ
ム塩などのカルシウム粉末を含む。石灰石、石灰、消石灰などの工業用製品はこのような
カルシウム塩の大部分を与える。このように、それらは本発明の吸着剤組成物に適当な成
分である。
【００６４】
　他のカルシウム源は様々な工業製品を含む。このような製品は市販され、及びそのいく
つかは他の工業的方法の廃棄物又は副生成物として販売されている。好ましい実施態様に
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おいて、該製品は本発明の組成物にシリカ、アルミナ、又はその両方を与える。カルシウ
ムに加えてシリカ及び／又はアルミナを含有する工業用製品の限定されない例は、ポルト
ランドセメント、セメントキルンダスト、石灰キルンダスト、シュガービート石灰、スラ
グ（例えば鋼鉄スラグ、ステンレス鋼スラグ及び高炉スラグ）、紙の脱インクスラッジ灰
、キュポラアレステル濾過ケーキ、及びキュポラ炉ダストを含む。
【００６５】
　これらの材料及び必要に応じて他の材料を組み合わせて、カルシウムを含有する、及び
好ましくはシリカ及びアルミナも含有するアルカリ粉末又はアルカリ粉末の混合物を与え
る。カルシウム、シリカ及びアルミナを含有する他のアルカリ粉末は、ポゾラン材料、木
材灰、もみ殻灰、クラスＣ飛灰、及びクラスＦ飛灰を含む。種々の実施態様において、こ
れらの材料及び類似材料は、特に得られる組成物が、２～１０重量％のＡｌ２Ｏ３、４０
重量％より多くのＣａＯ、１０重量％より多くのＳｉＯ２、約１～５％のＦｅ２Ｏ３及び
約２重量％未満の総アルカリの好ましい範囲内になる成分としてそれらを含有する場合、
吸着剤組成物の適当な成分である。材料の混合物も使用される。限定されない例は、ポル
トランドセメント及び石灰の混合物、及びセメントキルンダスト（例えばセメントキルン
ダスト及び石灰キルンダスト）を含有する混合物を含む。
【００６６】
　シュガービート石灰は、シュガービートからの砂糖の製造から得られる固体廃棄物材料
である。それは、カルシウム含量が多く、及びシュガービートに関して行われるライミン
グ手順において沈澱する種々の不純物を含む。それは、市販品であり、通常、造園家、農
家などに対して土壌改良剤として販売される。
【００６７】
　セメントキルンダスト（ＣＫＤ）は、通常、ポルトランドセメントの製造の間に、セメ
ントキルン又は関連した加工装置内に生成される副生成物を示す。
【００６８】
　通常、ＣＫＤは、キルン、予備処理装置、及び／又は材料取扱系の異なる領域において
生成される異なる粒子の組合せを含んでなり、例えば、クリンカーダスト、部分的に完全
に焼成された材料ダスト、及び原料（水和物及び脱水物）ダストを含む。ＣＫＤの組成は
、使用する原料及び燃料、製造及び加工条件、及びセメント製造法におけるＣＫＤの収集
地点の位置に応じて変化する。ＣＫＤは、キルン流出物（すなわち、排出物）流、クリン
カー冷却器流出物、予備焼炉流出物、大気汚染制御デバイスなどから収集されるダスト又
は粒状物質を含み得る。市販のＣＫＤはその源によるが、アルカリ性の範囲がある。いく
つかの実施態様において、低アルカリ性ＣＫＤの使用により、本明細書に記載される低ア
ルカリ仕様の粉末吸着剤を満たすことが可能である。高アルカリＣＫＤのみが利用される
場合、上記記載される低アルカリ材料と混合又は該アルカリ材料で高アルカリＣＫＤ製品
の一部を代用することが必要となり得る。
【００６９】
　ＣＫＤ組成物は異なるキルンに関して変化するが、ＣＫＤは、通常、クリンカー及び焼
成材料のダストの存在のため、少なくともいくらかのセメント質及び／又はポゾラン特性
を有する。典型的なＣＫＤ組成物は、ケイ素含有化合物、例えばケイ酸三カルシウム、ケ
イ酸二カルシウムを含むケイ酸塩；アルミニウム含有化合物、例えばアルミン酸三カルシ
ウムを含むアルミン酸塩；及び鉄含有化合物、例えばアルミノフェライト四カルシウムを
含むフェライトを含んでなる。ＣＫＤは、通常、酸化カルシウム（ＣａＯ）を含んでなる
。例示的なＣＫＤ組成物は、約１０～約６０重量％、必要に応じて約２５～約５０重量％
、及び必要に応じて約３０～約４５重量％の酸化カルシウムを含んでなる。いくつかの実
施態様において、ＣＫＤは、（水による水和反応に利用可能である）遊離石灰を約１～約
１０％、必要に応じて約１～約５％、及びいくつかの実施態様において、約３～約５％の
濃度で含んでなる。さらに、特定の実施態様において、ＣＫＤは、特に、アルカリ金属、
アルカリ土類金属、及び硫黄を含有する化合物を含んでなる。
【００７０】
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　カルシウムを含んでなり、及び好ましくはシリカ及びアルミナをさらに含んでなるアル
カリ粉末の他の例示的な源は、（上記に記載されるポルトランドセメント及びＣＫＤに加
えて）種々のセメント関連副生成物を含む。混合セメント生成物は、このような源の適当
な一例である。これらの混合セメント生成物は、一般にスラグ及び／又はポゾラン（例え
ば、飛灰、シリカフューム、焼成頁岩）と組み合わせたポルトランドセメント及び／又は
そのクリンカーの混合物を含む。ポゾランは、通常、それ自身セメント質ではないが、遊
離石灰（遊離ＣａＯ）及び水と反応させた場合、水硬性セメント特性を発揮するケイ素質
材料である。他の供給源は、メーソンリーセメント及び／又は水硬性石灰であり、これら
は、ポルトランドセメント及び／又はそのクリンカーと石灰又は石灰石との混合物を含む
。他の適当な供給源は、アルミナセメントであり、これらは、石灰石及びボーキサイト（
１つ以上の水酸化アルミニウム鉱物、及びシリカ、酸化鉄、チタニア、アルミニウムケイ
酸塩、及び少量又はわずかな量の他の不純物の種々の混合物を含んでなる、天然に存在す
る不均一材料）の混合物を燃焼させることにより製造される水硬性セメントである。さら
に別の例は、ポゾランセメントであり、これは、実質的な濃度のポゾランを含有する混合
セメントである。通常、ポゾランセメントは、酸化カルシウム含んでなるが、ポルトラン
ドセメントを実質的に含有しない。広く用いられるポゾランの一般例としては、天然ポゾ
ラン（例えば特定の火山灰又は凝灰岩、特定の珪藻土、焼成粘土及び頁岩）及び合成ポゾ
ラン（例えばシリカフューム及び飛灰）が挙げられる。
【００７１】
　石灰キルンダスト（ＬＫＤ）は、石灰の製造からの副生成物である。ＬＫＤは、石灰キ
ルン又は関連加工装置から収集されるダスト又は粒状物質である。製造される石灰は、カ
ルシウム高含有石灰又はドロマイト石灰として分類することができ、及びＬＫＤはそれを
形成する方法に応じて変化する。石灰は、度々カルサイト原料、例えば炭酸カルシウム（
ＣａＣＯ３）を加熱して、遊離石灰ＣａＯ及び二酸化炭素（ＣＯ２）を形成することによ
り行われる焼成反応により製造される。カルシウム高含有石灰は、高濃度の酸化カルシウ
ム及び通常アルミニウム含有及び鉄含有化合物を含むいくつかの不純物を有する。カルシ
ウム高含有石灰は、高純度炭酸カルシウム（約９５％以上の純度）から通常形成される。
カルシウム高含有石灰加工から得られるＬＫＤ生成物中の典型的な酸化カルシウム含量は
、約７５重量％以上、必要に応じて約８５重量％以上、及びいくらかの場合、約９０重量
％以上である。いくつかの石灰製造法において、白雲石（ＣａＣＯ３－ＭｇＣＯ３）を、
加熱により分解して主に酸化カルシウム（ＣａＯ）及び酸化マグネシウム（ＭｇＯ）を生
成させる。これにより形成されるものは、ドロマイト石灰として既知である。ドロマイト
石灰加工により生成されるＬＫＤにおいて、酸化カルシウムは、約４５重量％以上、必要
に応じて約５０重量％より多く、及び特定の実施態様において、約５５重量％より多く存
在し得る。ＬＫＤは、用いる石灰方法の種類に基づいて変化するが、通常、比較的高濃度
の遊離石灰を有する。ＬＫＤ中の遊離石灰の典型的な量は、生成される石灰生成物中に存
在する酸化カルシウムの相対濃度に応じて、約１０～約５０％、必要に応じて約２０～約
４０％である。
【００７２】
　スラグは、通常、金属製造及び加工によって生成される副生成物化合物である。用語「
スラグ」は、多種多様の副生成物化合物を包含し、典型的に鉄類及び／又は鋼鉄の製造及
び加工の大部分の非金属副生成物を含んでなる。通常、スラグは、種々の金属酸化物の混
合物であると考えられているが、しかし、それらは、度々金属硫化物及び元素形態の金属
原子を含有する。
【００７３】
　本発明の特定の実施態様に有用なスラグ副生成物の種々の例は、鉄スラグ、例えば高炉
（キュポラ炉としても既知）中で生成されるものを含み、その例としては、空冷高炉スラ
グ（ＡＣＢＦＳ）、膨張又は発泡高炉スラグ、ペレット状高炉スラグ、粒状高炉スラグ（
ＧＢＦＳ）などが挙げられる。鋼鉄スラグは、塩基性酸素製鋼炉（ＢＯＳ／ＢＯＦ）又は
電気アーク炉（ＥＡＦ）から製造することができる。多くのスラグは、セメント質及び／
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又はポゾラン特性を有することが認識されているが、しかし、当業者に認識されるように
、スラグがこれらの特性を有する程度は、それらの各々の組成物及びそれらが誘導される
方法に依存する。典型的なスラグは、カルシウム含有化合物、ケイ素含有化合物、アルミ
ニウム含有化合物、マグネシウム含有化合物、鉄含有化合物、マンガン含有化合物及び／
又は硫黄含有化合物を含んでなる。特定の実施態様において、スラグは酸化カルシウムを
約２５～約６０重量％、必要に応じて約３０～約５０重量％、及び必要に応じて約３０～
約４５重量％で含んでなる。通常セメント質特性を有する適当なスラグの一例は、粉砕粒
状高炉スラグ（ＧＧＢＦＳ）である。
【００７４】
　上記のように、他の適当な例としては、高炉に取り付けられた大気汚染制御デバイスか
ら収集された高炉（キュポラ）炉ダスト（例えばキュポラアレスターフィルターケーキ）
が挙げられる。別の適当な工業用副生成物供給源は、紙の脱インクスラッジ灰である。当
業者に認識されるように、本発明の吸着剤組成物を形成するアルカリ粉末のためのカルシ
ウム源として適切である、多くの異なる製造／工業的方法副生成物が存在する。同様に、
多くのこれらのよく知られた副生成物は、アルミナ及び／又はシリカを含んでなる。幾つ
かのもの、例えば石灰キルンダストは、多量のＣａＯ及び比較的少量のシリカ及びアルミ
ナを含有する。また、任意の典型的な工業製品及び／又は工業用副生成物の組合せも、本
発明の特定の実施態様のアルカリ粉末としての使用が意図されている。
【００７５】
　種々の実施態様において、所望の処理レベルのシリカ及び／又はアルミナは、材料（例
えばポルトランドセメント、セメントキルンダスト、石灰キルンダスト、及び／又はシュ
ガービート石灰）を添加することにより得られるものである。したがって、好ましいシリ
カ及びアルミナレベルを与えるのに必要な場合、このような材料を、アルミノケイ酸塩材
料、例えば、限定されないが、粘土（例えばモンモリロナイト、カオリンなど）で補うこ
とができる。種々の実施態様において、補足のアルミノケイ酸塩材料は、石炭燃焼系に添
加する種々の吸着剤成分の少なくとも約２重量％、及び好ましくは少なくとも約５重量％
を構成する。概して、適切なレベルのカルシウムが維持される限り、技術的観点からの上
限は存在しない。しかし、費用の観点から、通常、より高価なアルミノケイ酸塩材料の割
合を制限することが望ましい。従って、吸着剤成分は、好ましくは約２～５０重量％、好
ましくは２～２０重量％、及びより好ましくは、約２～１０重量％のアルミノケイ酸塩材
料（例えば典型的な粘土）を含んでなる。吸着剤の限定されない例は、約９３重量％のＣ
ＫＤとＬＫＤとのブレンド（例えば、５０：５０のブレンド又は混合物）及び約７重量％
のアルミノケイ酸塩粘土である。
【００７６】
　種々の実施態様において、アルカリ粉末吸着剤組成物は、１つ以上のカルシウム含有粉
末（例えばポルトランドセメント、セメントキルンダスト、石灰キルンダスト、種々のス
ラグ、及びシュガービート石灰）を、アルミノケイ酸塩粘土（例えば、限定されないが、
モンモリロナイト又はカオリン）と共に含有する。吸着剤組成物は、好ましくは硫酸カル
シウムが粒子制御系によって取り扱われるように、ＣａＯ吸着剤成分の存在下での硫黄含
有石炭の燃焼により生成される硫酸カルシウムと共に耐火性混合物を形成するのに；及び
、水銀及び他の重金属が酸性条件下に灰から浸出しないように、水銀及び他の重金属と共
に耐火性混合物を形成するのに、十分なＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３を含有する。好ましい実
施態様において、カルシウム含有粉末吸着剤は、最低１０重量％のシリカ及び最低２～１
０重量％のアルミナを含有する。好ましくは、アルミナ濃度は、ポルトランドセメントに
おいて見出されるものよりも高く、これは、Ａｌ２Ｏ３に基づいて約５重量％よりも高く
、好ましくは約６重量％よりも高い。
【００７７】
　種々の実施態様において、アルカリ粉末吸着剤組成物の吸着剤成分は、任意に添加した
ハロゲン（例えば臭素）化合物又は化合物と共に働き、灰中の塩化物並びに水銀、鉛、ヒ
素、及び他の重金属を捕捉し、酸性条件下、重金属を非浸出性にし、及び生成される灰の
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セメント質特性を改善する。結果として、有害元素の放出を緩和し、低減し、又は排除し
、及び価値あるセメント質材料を石炭燃焼の副生成物として生成させる。
【００７８】
　適当なアルミノケイ酸塩材料は、多種多様の無機鉱物及び材料を含む。例えば、多くの
鉱物、天然材料、及び合成材料は、任意の他の陽イオン（例えば、限定されないが、Ｎａ
、Ｋ、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｚｒ、Ｖ、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｍｎ）及び／又は他の陰イオン（例え
ば水酸化物イオン、硫酸イオン、塩化物イオン、炭酸イオン）と共に、任意の水和水と共
に、オキシ環境と結びついたケイ素及びアルミニウムを含有する。本明細書において、こ
のような天然及び合成材料は、アルミノケイ酸塩材料を指し、及び限定されない例は、上
記に示される粘土である。
【００７９】
　アルミノケイ酸塩材料において、ケイ素は四面体として存在する傾向があるが、一方、
アルミニウムは、四面体、八面体、又はその両方の組合せとして存在する。鎖状又は網状
のアルミノケイ酸塩は、このような材料において、ケイ素及びアルミニウム四面体又は八
面体の間の１、２又は３つの酸素原子を共有することによって組み立てられる。このよう
な鉱物は、種々の名称、例えばシリカ、アルミナ、アルミノケイ酸塩、ゲオポリマー、ケ
イ酸塩、及びアルミン酸塩に従う。しかし、提示したアルミニウム及び／又はケイ素を含
有する化合物は、酸素の存在下での燃焼の高温に曝される際に、シリカ及びアルミナを生
成する傾向がある。
【００８０】
　一実施態様において、アルミノケイ酸塩材料は、多形体のＳｉＯ２－Ａｌ２Ｏ３を含む
。例えば、シリミネートは、シリカ八面体及び四面体と八面体との間に最終的に分割され
るアルミナを含有する。カイヤナイトは、シリカ四面体及びアルミナ八面体に基づく。ア
ンダルサイトは、別の多形体のＳｉＯ２・Ａｌ２Ｏ３である。
【００８１】
　他の実施態様において、ケイ酸塩鎖は、ケイ素（シリカとして）及び／又はアルミニウ
ム（アルミナとして）を本発明の組成物に与える。ケイ酸塩鎖は、限定されないが、酸素
原子を共有することにより結合したＳｉＯ４四面体の無限鎖から構成される輝石及び準輝
石ケイ酸塩を含む。
【００８２】
　他の適当なアルミノケイ酸塩材料としては、シート状材料、例えば、限定されないが、
雲母、粘土、クリソタイル（例えばアスベスト）、タルク、石鹸石、パイロフィライト、
及びカオリライトが挙げられる。このような材料は、シリカ及びアルミナ八面体及び四面
体が２つの酸素原子を共有する層構造を有することを特徴とする。層状アルミノケイ酸塩
としては、粘土、例えば緑泥石、海緑石、イライト、パリゴルスカイト、パイロフィライ
ト、ソーコン石、バーミキュライト、カオリライト、カルシウムモンモリロナイト、ナト
リウムモンモリロナイト、及びベントナイトが挙げられる。他の例としては、雲母及びタ
ルクが挙げられる。
【００８３】
　また、適当なアルミノケイ酸塩材料としては、合成及び天然ゼオライト、例えば、限定
されないが、方沸石、方ソーダ石、菱沸石、ソーダフッ石、フィリップサイト、及びモル
デナイト群が挙げられる。他のゼオライト鉱物としては、輝沸石、ブリュースター沸石、
剥沸石、束沸石、ヤガワラライト（ｙａｇａｗａｒａｌｉｔｅ）、濁沸石、苦土沸石、ポ
ーリング沸石、及びクリノプチロライトが挙げられる。該ゼオライトは、アルミノケイ酸
塩四面体骨格、イオン交換性「巨大陽イオン」（例えばＮａ、Ｋ、Ｃａ、Ｂａ、及びＳｒ
）及びゆるく保持された水分子を特徴とする鉱物又は合成材料である。
【００８４】
　他の実施態様において、骨格又は３Ｄケイ酸塩、アルミン酸塩、及びアルミノケイ酸塩
を使用する。骨格アルミノケイ酸塩は、ＳｉＯ４四面体、ＡｌＯ４四面体、及び／又はＡ
ｌＯ６八面体が三次元で結合している構造を特徴とする。シリカ及びアルミナの両方を含
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有する骨格ケイ酸塩の限定されない例としては、斜長石、例えば曹長石、灰長石、中性長
石、亜灰長石、曹灰長石、微斜長石、サニディン及び正長石が挙げられる。
【００８５】
　一態様において、吸着剤粉末組成物は、それらが多量のカルシウム、好ましくは酸化カ
ルシウムに基づいて２０重量％より多くの又は４０重量％より多くのカルシウムを含有す
ること、及びさらに、それらが市販品（例えばポルトランドセメント）において見出され
るものよりも高いレベルのシリカ及び／又はアルミナを含有することを特徴とする。好ま
しい実施態様において、吸着剤組成物は、５重量％より多くのアルミナ、好ましくは６重
量％より多くのアルミナ、好ましくは７重量％より多くのアルミナ、及び好ましくは約８
重量％より多くのアルミナを含んでなる。
【００８６】
　石炭又は他の燃料は、燃焼に際して大気中に放出される窒素、硫黄及び／又は水銀の量
を制御するのに有効な比率の吸着剤成分によって処理される。種々の実施態様において、
吸着剤成分の全処理レベルは、吸着剤がカルシウム、シリカ及びアルミナを含有する粉末
吸着剤である場合、処理される石炭の重量又は燃焼により消費される石炭の比率に基づい
て約０．１重量％～約２０重量％の範囲である。吸着剤成分を単独の組成物に組み合わせ
る場合、成分処理レベルは、吸着剤処理レベルに対応する。このように単独の吸着剤組成
物を、石炭燃焼系への添加に関して、提供及び計量し、又はそうでなければ測定できる。
概して、硫黄及び／又は水銀放出について所望の効果を十分に与えつつも、過剰の灰によ
って系が過負荷にならないように、最低量の吸着剤を使用することが望ましい。従って、
種々の実施態様において、吸着剤の処理レベルは約０．１重量％～約１０重量％、いくつ
かの実施態様において、約１又は２重量％～約１０重量％の範囲である。多くの石炭につ
いて、６重量％の粉末吸着剤の添加率は、許容可能であることが見出された。
【００８７】
　ハロゲン化合物を含んでなる吸着剤組成物は、ハロゲンを含有する１つ以上の有機又は
無機化合物を含有する。ハロゲンは、塩素、臭素、及びヨウ素を含む。好ましいハロゲン
は、臭素及びヨウ素である。ハロゲン化合物は、ハロゲン（特に臭素及びヨウ素）源であ
る。臭素についてのハロゲン源は、臭化物、臭素酸塩及び次亜臭素酸塩を含む、種々の臭
素の無機塩を含む。種々の実施態様において、有機臭素化合物は、それらの費用又は利用
可能性のため、あまり好ましくない。しかし、高レベルの臭素を適当に含有する臭素有機
源は、本発明の範囲内であると考えられる。有機臭素化合物の限定されない例としては、
臭化メチレン、臭化エチル、ブロモホルム、及び四臭化炭素が挙げられる。限定されない
ヨウ素無機源としては、次亜ヨウ素酸塩、ヨウ素酸塩、及びヨウ化物が挙げられ、ヨウ化
物が好ましい。有機ヨウ素化合物も使用することができる。
【００８８】
　ハロゲン化合物が無機置換体である場合、それは、好ましくは臭素又はヨウ素含有アル
カリ土類元素の塩である。典型的なアルカリ土類元素は、ベリリウム、マグネシウム、及
びカルシウムを含む。ハロゲン化合物のなかでも、アルカリ土類金属（例えばカルシウム
）の臭化物及びヨウ化物が特に好ましい。アルカリ金属の臭素及びヨウ素化合物、例えば
臭化物及びヨウ化物は、水銀放出の低減に有効である。しかし、幾つかの実施態様におい
て、それらは、ボイラー管及び他の鋼鉄表面の腐食をもたらし、及び／又は管の劣化及び
／又は耐火れんがの劣化に寄与する傾向があるため、余り好ましくない。種々の実施態様
において、炉の問題を避けるために、ハロゲンのカリウム塩を避けることが望ましいこと
が判明した。
【００８９】
　種々の実施態様において、アルカリ土類塩（例えばカルシウム）の使用は、ナトリウム
及び／又はカリウムによるこのような問題を回避する傾向があることが判明した。従って
、種々の実施態様において、石炭燃焼系中に添加する吸着剤は、アルカリ金属含有臭素又
はヨウ素化合物を本質的に含有しない、又はより詳細にはナトリウム含有又はカリウム含
有臭素又はヨウ素化合物を本質的に含有しない。
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【００９０】
　種々の実施態様において、ハロゲンを含有する吸着剤組成物を、液体又は固体組成物の
形態で提供する。種々の実施態様において、ハロゲン含有組成物を、燃焼前に石炭に投与
し、燃焼の間に炉に添加し、及び／又は炉の下流の燃料ガス中に投与する。ハロゲン組成
物が固体である場合、それは、粉末吸着剤として本明細書に記載のカルシウム、シリカ及
びアルミナ成分をさらに含有することができる。あるいは、固体ハロゲン組成物を、石炭
上に投与し、及び／又は他の場合、カルシウム、シリカ及びアルミナを含んでなる吸着剤
成分から別々に燃焼系中に投与する。該組成物が液体組成物である場合、それを通常別々
に投与する。
【００９１】
　種々の実施態様において、液体水銀吸着剤は、５～６０重量％の臭素又はヨウ素含有可
溶性塩を含有する溶液を含んでなる。好ましい臭素及びヨウ素塩の限定されない例として
は、臭化カルシウム及びヨウ化カルシウムが挙げられる。種々の実施態様において、液体
吸着剤は、５～６０重量％の臭化カルシウム及び／又はヨウ化カルシウムを含有する。燃
焼前の石炭の添加の効率性のため、種々の実施態様において、できるだけ高レベルの臭素
又はヨウ素化合物を有する水銀吸着剤を添加することが好ましい。限定されない実施態様
において、液体吸着剤は、５０重量％以上のハロゲン化合物、例えば臭化カルシウム又は
ヨウ化カルシウムを含有する。
【００９２】
　種々の実施態様において、ハロゲン化合物を含有する吸着剤組成物は、硝酸塩化合物、
亜硝酸塩化合物、又は硝酸塩化合物と亜硝酸塩化合物との組合せをさらに含有する。好ま
しい硝酸塩及び亜硝酸塩化合物は、マグネシウム及びカルシウム、好ましくはカルシウム
のものを含む。
【００９３】
　さらなる例として、本発明の一実施態様は、液体水銀吸着剤を、燃焼前に生石炭又は粉
砕石炭に直接添加することを含む。例えば、水銀吸着剤を、石炭供給機中の石炭に添加す
る。液体水銀吸着剤の添加は、０．０１～５％の範囲である。種々の実施態様において、
処理は、５％未満、４％未満、３％未満、又は２％未満、１％未満、０．５％未満及び０
．２％未満であり、ここで全ての％は、処理される石炭の量又は燃焼による石炭の消費率
に基づく。より高い処理レベルが可能であるが、材料を浪費する傾向があり、さらなる利
益は達成されない。好ましい処理レベルは、湿ベースで０．０２５～２．５重量％である
。液体吸着剤によって添加する固体臭化物又はヨウ化物塩の量は、もちろん、吸着剤中の
その重量分率によって低減される。典型的な実施態様において、臭化物又はヨウ化物化合
物の添加は、低レベル、例えば固体に基づいて０．０１重量％～１重量％である。従って
、５０重量％の溶液を使用する場合、低レベルの添加を達成するために、吸着剤を０．０
２％～２％の比率で添加する。例えば、好ましい実施態様において、石炭を、臭化カルシ
ウムが約５０重量％の吸着剤と仮定して計算された０．０２～１重量％、好ましくは０．
０２～０．５重量％の比率の液体吸着剤によって処理する。典型的な実施態様において、
５０％の臭化カルシウムを含有する液体吸着剤を、約１％、０．５％、又は０．２５％（
ここで％は石炭の重量に基づく）で燃焼前に石炭上に添加する。好ましい実施態様におい
て、初期処理を、低レベル（例えば０．０１％～０．１％）にて開始し、及び放出の監視
に基づいて所望の（低）レベルの水銀放出が達成されるまで徐々に増大させる。ハロゲン
を固体として、又は他の成分（例えばカルシウム、シリカ、アルミナ、酸化鉄など）を有
する多成分組成物として添加する場合、ハロゲンの類似処理レベルを使用する。
【００９４】
　使用する場合、液体吸着剤を、石炭上に又はそうでなければ石炭燃焼系中に、噴霧し、
滴下し、又はそうでなければ供給する。種々の実施態様において、添加を、炉中への燃料
／吸着剤組成物の投入前に、周囲条件にて石炭又は他の燃料に対して行う。例えば、吸着
剤を、炉中へのその注入前に、粉末状石炭上に添加する。あるいは又は加えて、液体吸着
剤を、燃焼の間に炉中に及び／又は炉の下流の燃料ガス中に添加する。水銀吸着剤組成物
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を含有するハロゲンの添加は、しばしば１分間又は数分間の燃料ガス中の測定される水銀
レベルの低下を伴う。種々の実施態様において、水銀の低減が、カルシウム、シリカ及び
アルミナに基づくアルカリ粉末吸着剤の使用により達成される低減に加えて起こる。
【００９５】
　別の実施態様において、本発明は、燃焼の間に炉中にハロゲン成分（例えば臭化カルシ
ウム溶液）を直接添加することを含む。別の実施態様において、本発明は、２７００°Ｆ
～１５００°Ｆ、好ましくは２２００°Ｆ～１５００°Ｆの範囲の温度を特徴とする領域
中の炉の下流のガス流中への、上記で議論したような臭化カルシウム溶液の添加を提供す
る。種々の実施態様において、処理レベルの臭素化合物（例えば臭化カルシウム）を、混
焼、予燃焼及び後燃焼の間で、任意の割合の添加に分割する。
【００９６】
　一実施態様において、いわゆる精製炭を製造するために、種々の吸着剤成分を、その燃
焼前に石炭上に添加する。吸着剤が投与される石炭は好ましくは粒状石炭であり、及び必
要に応じて従来の手順にしたがって粉砕又は粉末化される。限定されない例において、石
炭を、７５重量％の粒子が２００メッシュスクリーン（２００メッシュスクリーンは７５
μｍの孔径を有する）を通過するように粉砕する。種々の実施態様において、吸着剤成分
を、固体として、又は液体及び固体の組合せとして石炭上に添加する。通常、固体吸着剤
組成物は、粉末の形態である。吸着剤を液体（例えば水中の１つ以上の臭素又はヨウ素塩
溶液）として添加する場合、一実施態様において、石炭は、バーナー中に供給されるとき
に湿ったままである。種々の実施態様において、吸着剤組成物を、石炭燃焼施設にて、コ
ンベア、スクリュー押し出し、又は他の供給装置上にある石炭上に噴霧又は混合すること
によって、石炭上に連続的に添加する。加えて又はあるいは、吸着剤組成物を、石炭燃焼
施設にて又は石炭産地にて、石炭に別々に混合する。好ましい実施態様において、吸着剤
組成物を、バーナー中に供給されるときに、液体又は粉末として石炭に添加する。例えば
、好ましい商業的実施態様において、吸着剤を、注入前に石炭を粉砕する粉砕器中に投与
する。所望であれば、吸着剤組成物の添加率を、所望の水銀放出レベルを達成するために
変化させる。一実施態様において、燃焼排ガス中の水銀レベルを、監視し、及び所望の水
銀レベルを維持するために必要とされるように、吸着剤添加レベルを上昇させるか、又は
低下させるように調整する。
【００９７】
　好ましい実施態様において、窒素、水銀及び硫黄を、工業的標準方法、例えば米国材料
試験協会（ＡＳＴＭ）により公表されるもの、又は国際標準化機構（ＩＳＯ）により公表
される国際規格を使用して監視する。分析機器を含む装置は、好ましくは水銀及び硫黄吸
着剤の添加地点の下流の対流経路に配置される。好ましい実施態様において、水銀監視装
置を、粒子制御系のきれいな側上に配置する。代わりに又は加えて、装置又は監視デバイ
スを取り付けることなく、燃料ガスを、対流流路の適切な位置にサンプリングする。種々
の実施態様において、測定される水銀又は硫黄のレベルを使用して、石炭燃焼系中への吸
着剤組成物の添加率を調整するために作動又は制御されるポンプ、ソレノイド、噴霧器、
及び他のデバイスにフィードバックシグナルを与える。あるいは又は加えて、吸着剤添加
率を、観察された水銀及び／又は硫黄のレベルに基づいて、人間オペレータによって調整
することができる。
【００９８】
　種々の実施態様において、本明細書に記載される吸着剤の存在下、石炭を燃焼させるこ
とにより生成される灰は、水と組み合わせた場合、硬化し、及び強度を発揮するセメント
質である。灰は、その比較的高カルシウムレベルのために自己硬化する傾向がある。灰は
、単独又はポルトランドセメントとの組合せで、種々のセメント質混合物（例えばモルタ
ル、コンクリート、及びグラウト）中への処方に適当な水硬性セメントとして有用である
。
【００９９】
　本明細書に記載の生成される灰のセメント質特性は、例えば灰又はより正確には、灰を
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含有するセメント質混合物の強度活動指数を考慮して示される。ＡＳＴＭ Ｃ３１１－０
５に記載されているように、強度活動指数の測定は、１００％のポルトランドセメントコ
ンクリートと、２０％のポルトランドセメントを当量の試験セメントで置換した試験コン
クリートとの硬化挙動及び特性発現を比較することによりなされる。標準試験において、
強度を７日及び２８日にて比較する。試験コンクリートの強度がポルトランドセメントコ
ンクリートの強度の７５％以上である場合、「合格」と考えられる。種々の実施態様にお
いて、本発明の灰は、ＡＳＴＭ試験における１００％～１５０％の強度活動を示し、これ
は強く「合格」を示す。類似した高い値は、試験を、ポルトランドセメントと灰との８０
：２０のブレンド以外を有する試験混合物で行う場合に観察される。種々の実施態様にお
いて、１００％～１５０％の強度活動指数は、８５：１５～５０：５０のブレンドで達成
され、ここで比率の第一の数値は、ポルトランドセメントであり、及び比率の第二の数値
は本発明にしたがって製造される灰である。特定の実施態様において、全て灰の試験セメ
ント質混合物（すなわち、灰が試験混合物中のセメントの１００％を示すもの）の強度発
現は、全てポルトランドセメントのコントロールの強度の５０％を超え、及び好ましくは
７５％を超え、及びより好ましくは１００％以上、例えば１００～１５０％である。この
ような結果は、本明細書に記載される吸着剤成分の存在下、石炭又は他の燃料を燃焼させ
ることにより生成される灰の高度のセメント質特性を示す。
【０１００】
　本発明による石炭の燃焼から得られる灰は、非浸出形態の水銀を含有するため、上市す
ることができる。使用済み又は廃棄物飛灰又は底部灰の限定されない使用は、セメント生
成物（例えばポルトランドセメント）における成分としての使用を含む。種々の実施態様
において、セメント生成物は、約０．１％から約９９重量％までの本発明の組成物を燃焼
させることにより生成される石炭灰を含有する。一態様において、石炭灰中の水銀及び他
の重金属の非浸出特性は、石炭灰を全ての既知の石炭灰の工業用途に適当なものにする。
【０１０１】
　本発明による石炭灰、特に粒子制御系（バグハウス、電気集塵装置など）により収集さ
れる飛灰は、ポルトランドセメントコンクリート（ＰＣＣ）において、ポルトランドセメ
ントの部分又は完全な置換物として使用される。種々の実施態様において、灰は、鉱物混
合剤として、又は混合セメントの成分として使用される。混合剤として、灰は、ポルトラ
ンドセメントの全置換物又は部分置換物であり得、及び回分式プラントにてレディミック
スコンクリート中に直接添加することができる。あるいは、又は加えて、灰を、セメント
クリンカーに埋設して、又はポルトランドセメントとブレンドして混合セメントを製造す
る。
【０１０２】
　クラスＦ及びクラスＣ飛灰は、例えば、米国標準ＡＳＴＭ Ｃ ６１８中に定義されてい
る。ＡＳＴＭ標準は、飛灰をポルトランドセメントの部分置換物として使用する場合、飛
灰の仕様書として役立つ。本明細書に記載される方法により生成される石炭灰は、ＡＳＴ
Ｍ Ｃ ６１８におけるクラスＦ及びクラスＣ飛灰の仕様書に記載されているものよりも高
いカルシウム含量及び低いシリカ及びアルミナ含量である傾向があることに留意すべきで
ある。本発明の飛灰について典型的な値は、＞５０重量％のＣａＯ、及び＜２５重量％の
ＳｉＯ２／Ａｌ２Ｏ３／Ｆｅ２Ｏ３である。種々の実施態様において、灰は、５１～８０
重量％のＣａＯ及び約２～約２５％のシリカ、アルミナ及び酸化鉄の合計である。本発明
による飛灰は、高度にセメント質であり、このようなセメント質材料及びセメント質材料
において使用されるポルトランドセメントを５０％以上置換し、又は削減することを可能
にすることが観察されている。種々の用途において、本明細書に記載される吸着剤と共に
石炭を燃焼させることから得られる石炭灰は、このような組成物において、ポルトランド
セメントの完全な（１００％）置換物であるのに十分にセメント質である。
【０１０３】
　さらなる例として、米国コンクリート学会（ＡＣＩ）は、クラスＦ飛灰は１５～２５％
のポルトランドセメントを置換すること、及びクラスＣ飛灰は２０～３５％のポルトラン
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ドセメントを置換することを推奨している。本明細書に記載される方法に従って生成され
る石炭灰は、１００％のポルトランドセメントを使用する生成物において発現したものと
等しい２８日強度発現を維持しながら、５０％までのポルトランドセメントを置換するの
に十分にセメント質であることが判明した。すなわち、種々の実施態様において、該灰は
ＡＳＴＭ Ｃ ６１８によるクラスＣ又はクラスＦ灰としての化学組成による適格ではない
が、それにも関わらず、それは、高強度コンクリート生成物に処方するのに有用である。
【０１０４】
　また、本発明に従って製造される石炭灰は、流動性フィル（これは制御された低強度材
料又はＣＬＳＭとも呼ばれる）の製造における成分として使用することができる。ＣＬＳ
Ｍは、圧縮盛土又は他のフィルの代わりに、自己平滑化自己圧縮バックフィル材料として
使用される。本明細書に記載される灰は、種々の実施態様において、このようなＣＬＳＭ
材料におけるポルトランドセメントの１００％の置換物として使用される。このような組
成物は、水、セメント、及び凝集体と共に処方され、所望の流動性及び終局強度の発現を
与える。例えば、流動性フィルの終局強度は、硬化材料の除去性が必要とされる場合、１
０３５ｋＰａ（１５０ポンド／平方インチ）を超えるべきではない。より高い終局強度を
達成するために処方する場合、ジャックハンマーが除去に必要とされ得る。しかし、より
高い耐荷重性の用途において使用される流動性フィル混合物を処方することが望ましい場
合、硬化に際してより高い範囲の圧縮強度を含有する混合物を設計することができる
【０１０５】
　また、本明細書に記載の方法にしたがって生成される石炭灰は、安定化ベース及びサブ
ベース混合物の成分として有用である。１９５０年代以来、塩基性石灰／飛灰／凝集体処
方物の多数の変形が、安定化ベース混合物として使用されてきている。安定化ベースの使
用例は、安定化道路基盤として使用されるものである。例えば、砂利道は、該組成物によ
る灰を使用して、その代わりに再使用することができる。既存の道路表面を、粉砕し、及
びその元の位置に配置する。例えば本明細書に記載の方法により生成される灰を、粉砕さ
れた道路材料中に広げ、及び混合する。圧縮後、シールコート表面を道路上に配置する。
本発明による灰は、このような用途に有用である。なぜなら、灰は規制要件を超えて浸出
する重金属を含有しないからである。むしろ、本発明の方法により生成される灰は、本明
細書に記載の吸着剤を用いずに石炭を燃焼させることにより生成される石炭灰よりも少な
い浸出性水銀及び少ない浸出性の他の重金属（例えばヒ素及び鉛）を含有する。
【０１０６】
　したがって、本発明は、高レベルの水銀を含有する石炭の燃焼から得られる石炭灰又は
飛灰を埋め立てする必要性を排除する種々の方法を提供する。費用がかかる廃棄の代わり
に、材料を販売でき、又はそうでなければ原料として使用することができる。
【０１０７】
　好ましい実施態様において、吸着剤の使用は、種々の用途において、ポルトランドセメ
ントを全体的又は部分的に置換することができるセメント質灰をもたらす。セメント質生
成物の再使用のため、少なくともいくつかのポルトランドセメントの製造が避けられ、セ
メントを製造するのに必要とされるエネルギーが節約され、及びセメント製造から生じる
相当量の二酸化炭素の放出が避けられる。二酸化炭素放出における他の節約は、脱硫スク
ラバーにおける石灰又は炭酸カルシウムの必要性が低減されることからもたらされる。し
たがって、本発明は、種々の実施態様において、エネルギーを節約し、及び温室効果ガス
（例えば二酸化炭素）の放出を低減する方法を提供する。本発明のこの態様の種々の実施
態様のさらなる詳細を以下に記載する。
【実施例】
【０１０８】
実施例１
　亜瀝青炭を用いる精製炭生成物の使用に関して、粉末吸着剤及びハロゲン系吸着剤の必
要な仕様を以下に示す。
【０１０９】
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【表１】

１．ハード限界７％のＳＯ３に加えて、ＣａＯとＳＯ３の割合は６：１以下に低下させず
、好ましくは８：１よりも大きく維持すべきである。これにより添加する硫黄を吸収する
ために十分なＣａＯを確保する。
２．実際に、粉末吸着剤のＨｇ含量は処理される石炭含量と同じ又はより少なく維持すべ
きである。
酸化分析の許容試験方法は以下である：
ASTM D3682　　石炭利用工程からの燃焼残留物中での多量及び微量元素に関す
　　　　　　る標準試験方法
ASTM C114　　水硬性セメントの化学的分析に関する標準試験方法
　　　　　　水銀含量に関する許容試験方法
ASTM D6414　　酸抽出又は湿式酸化／冷蒸気原子吸光による石炭及び石炭燃焼
　　　　　　残留物中の水銀総量に関する標準試験方法
ASTM D6722　　直接燃焼分析による石炭及び石炭燃焼残留物中の総水銀に関す
　　　　　　る標準試験方法
EPA 7473　　　固体又は半固体廃棄物中の水銀（冷蒸気技術の手引き）
【０１１０】
【表２】

【０１１１】
実施例２
　一連の試験は、パウダーリバーベイスン（ＰＲＢ）亜瀝青炭の燃焼の間、ＮＯｘ及びＨ
ｇの放出における吸着剤の効果を測定するためにエネルギー及び環境研究センター（ＥＥ
ＲＣ）の燃焼試験施設（ＣＴＦ）で行われた。試験は、使用方法が、内国歳入法４５条に
定義されるように、「精製炭」が生成することを確認するための試みを支持するために行
われた。４５条(c)(7)(A)は燃料を含む精製炭を定義し、これは、１）石炭から生成され
る固体燃料であり、２）それを蒸気生成目的で使用するという合理的な予測をもった納税
者により販売され、及び３）（蒸気生成に使われた場合）「放出低減の認定」を受けて、
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納税者に資格が与えられる。
　４５条(c)(7)(B)には、用語「放出低減の認定」は供給石炭原料を燃焼させる場合に放
出される放出量と比べて、精製炭を燃焼させる場合に放出されるＮＯｘ放出の少なくとも
２０％及びＳＯ２放出又はＨｇ放出のいずれかの少なくとも４０％の低減を意味すると定
義している。
【０１１２】
設備及び手順の記述
　ＣＴＦは、ＳＯｘ及びＮＯｘ放出、並びに石炭及び他燃料又は廃棄物材料の燃焼中、有
毒微量金属（Ｈｇ、Ａｓ及びＰｂ）の転移を広く調査するために使用される。ＣＴＦは工
業的及び現寸の微粉炭（ｐｃ）燃焼ボイラーで生成されるサンプルの典型であるガス及び
粒子サンプルを生成することが可能である。試験設備は、電気集塵装置（ＥＳＰ）又は粒
子制御のための繊維質フィルターバグハウス、ＮＯｘ制御のための選択接触還元（ＳＣＲ
）カラム、及び硫黄放出を制御するためのウェットスクラバーを含む放出を低減するため
に使用され得るいくつかの汚染制御装置を有する。ＣＴＦは、蒸気から電気を発生させる
ために、米国基準の施設により使用される実物大の米国ＰＣ燃焼ボイラーの型及び形状を
殆ど全て再現して設計された。例えば、該ＣＴＦは所望の運転条件によるが、５５０，０
００～７５０，０００のＢｔｕ／ｈｒの速度でｐｃを燃焼できる。該ＣＴＦは実物大のｐ
ｃ燃焼ボイラーの条件で模擬実験をするために調整されるが、市販のボイラーでは燃焼効
果に影響を与え得る多数の変化があるため、通常の実機操業で観測されるものを正確に再
現することができない。燃焼速度は典型的に、範囲の最低レベルで燃焼した低石炭化度及
び指示範囲の中間又は最大レベルで燃焼した高石炭化度を有する石炭化度の指標がある。
ＣＴＦ炉は耐火物で内張りにされ、燃焼速度は石炭燃焼出力プラントで使用される特定の
ボイラーを再現するために所望とされる燃焼室出口温度（ＦＥＧＴ）に基づいて設定され
る。亜瀝青炭に関して、一般に５５０,０００～６００,０００ＢＴＵ／ｈｒの燃焼速度で
は２１００゜Ｆ～２２００゜ＦのＦＥＧＴを生じ、これは本発明で試験する石炭のような
亜瀝青炭を燃焼する多くの石炭燃焼プラントにおいて典型的なものである。
【０１１３】
　ＣＴＦの燃焼空気を、この平衡通風系で押込通風機により供給する。系の後方に導入さ
れた通風機は燃焼領域で僅かに真空を維持し、燃焼燃料ガスを排気筒に放出する。燃焼空
気は一般に電気式ヒータを使用して予熱され、１次空気、２次空気、及びオーバファイア
空気（ＯＦＡ）に分割される。
【０１１４】
　燃焼ガス分析は２つの位置；試験の間ずっと、特定の過剰な空気レベルを監視し、維持
するために使用される炉出口、及び系後段で検出される排出が、漏洩により生じる希釈を
修正できるように、生じ得るいかなる空気漏洩にもアクセスするために用いる粒子制御装
置の排出口、で連続排出モニター（ＣＥＭ）により提供される。この一連の試験について
、燃焼ガス分析はＥＳＰ排出口の導管から得られた。それぞれのＣＥＭラックはＯ２、Ｃ
Ｏ２、ＣＯ、ＳＯ２、及びＮＯｘ測定のために５つのモジュールを含む。ＳＯ２を除いて
、各モジュールはAmetek製であった。各分析装置は分析前にガス流から水分を除去するた
めに燃焼ガス調節装置を使用する。本明細書で報告された全てのデータは、乾性ガス基準
である。全てのガス分析を連続的に監視し、ＣＴＦのデータ習得システムにより記録する
。National Instrumentは、本明細書に存在する全てのデータを収集するために使用され
るハードウェア及びソフトウェア（ＬａｂＶｉｅｗ）の両方を提供した。
【０１１５】
　ＣＥＭ分析では、ＣＴＦで行われる試験ごとに、前もって個々に較正される。窒素はゼ
ロガスとして使用されるが、いくつかのスパンガスは、試験の間使用される範囲に渡り各
装置を較正するために使用される。一般に、Ｏ２を０％～１０％の範囲で測定し、ＣＯ２

を０％～２０％の範囲で測定し、ＣＯを０～５００ｐｐｍの範囲で測定し、及びＮＯｘを
０～１０００ｐｐｍの範囲で測定する。ＳＯ２測定は、試験する石炭の硫黄含量に応じて
様々な範囲で行う。この一連の試験の間、ＳＯ２測定装置は０～１０００ｐｐｍの範囲で
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較正され、これは本明細書で試験されるＰＲＢ亜瀝青炭における硫黄含量にとっては適切
である。
【０１１６】
　燃料ガス水銀（Ｈｇ）測定は、Tekran（登録商標） Instruments Corporation製の連続
式Ｈｇモニター（ＣＭＭ）により別々に得られた。該システムは粒子制御装置の出口にお
ける燃料ガスの導管からガスサンプルを抜き出す。水分は分析前にガス流から除去される
。システム状態を調整する燃料ガスは、燃料ガスのＨｇ濃度を正確に測定するために、分
析装置の性能による弊害を防止するために、ＣＯ２及びＳＯ２を除去するための１０％Ｎ
ａＯＨ溶液を使用する。全ての水銀分析装置は、水銀元素（Ｈｇ０）のみを測定し得るの
で、全体の水銀（Ｈｇ（Ｔ））濃度は塩化スズ(II)を含有する１０％ＮａＯＨ溶液により
、酸化水銀のＨｇ２＋部分を還元することで得られる。Tekran製装置は、超高純度金吸着
剤を含有するカートリッジ上の検査済サンプルからＨｇ０を採取する。次いで、併合され
たＨｇを熱的に脱着し、及び原子蛍光分光法を用いて検査する。次いで、デュアルカート
リッジの設計により、サンプル流の連続測定により生じる別のサンプリング及びデスポー
ションを可能とする。上記に記載されるＣＥＭ目盛補正と同様に、該ＣＭＭをまた、試験
前にゼロに設定し、スパン測定し、及び試験終了時に点検する。本明細書で実行され、報
告された試験の間、ドリフトは見られなかった。これらの試験中利用されるＣＴＦの構成
はＥＳＰ排出口の導管から得られるＨｇ及びＮＯｘ測定の両方と共に、粒子制御のための
ＥＳＰのみを含んだ。供給原料及び精製炭の試験期間終了時に、燃料及び飛灰サンプルを
集め、分析のために提出された。試験中集められたサンプルは以下の議論の中で記述され
る。
【０１１７】
燃料の準備及び分析
　試験用亜瀝青炭は石炭パイルから得られたサンプルであった。該石炭は含水量によるが
、約８５００～１０，０００Ｂｔｕ／Ｉｂの範囲の総発熱量を有するＰＲＢ亜瀝青炭であ
り、これはワイオミング州にあるいくつかの鉱山から採取される。
【０１１８】
　該許容石炭を必要に応じて入荷し、床乾燥の上表面水分を調べた。風乾サンプルを１／
４インチの最大寸法に破砕し、及びハンマーミル粉砕機に供給し、試験中使用するために
約７０％が２００メッシュを通過する粒度分布に作成した（多くの石炭燃焼出力プラント
で達成される典型的な石炭処理）。この粒度分布は最大でも、実規模事業用ボイラーの微
粉砕により達成される粒度分布の典型である。この一連の試験中に使用される精製炭サン
プルはＥＥＲＣ製であり、４５区域の施設で生産される精製炭に匹敵すると考えられる。
精製炭を調製するために使用される吸着剤は以下に示すような微粉砕燃料に投与された。
これは、実規模での応用とは異なり、該吸着剤を、貯炭所での貯蔵品から回収し、混合し
、破砕し、次いで微粉砕機に送る。パイロット規模試験で利用されるｐｃに、吸着剤を投
与する主な理由は、燃料サンプルの微粉砕中に利用される集塵ダクト装置における材料の
潜在的損失である。全てのパイロット規模燃料サンプルは利用前に、少しでも破砕され、
微粉砕化される。ｐｃサンプルからの精製燃料を調製することにより、集塵システムにお
ける吸着剤の潜在的損失が回避され、及び結果的に実規模で起こることの最善の模擬実験
となる。
【０１１９】
　微粉砕燃料を２つの部分；供給原料サンプル及び精製炭へ加工される第２石炭サンプル
、に分けた。選炭設備の床上で、計量した量（約５００ｌｂ）ごとに配置することにより
精製炭を準備した。計量されたハロゲン系吸着剤及び粉末吸着剤を注意深く石炭に投与し
、吸着剤を投与している間、周期的に石炭を混合した。粉末吸着剤を手で分配し、石炭パ
イルの量にわたり、各経路後、燃料の混合を行ういくつかの経路を作った。スプレー管口
がそのパイルの露出面に付与されるミストを生じるように、わずかに圧縮した金属スプレ
ー缶にハロゲン系吸着剤を入れた。吸着剤を完全に配分するためにいくつかの経路で処理
が必要とされた。各経路後、パイルを入れ替えるためにレーキを使用し、次の処理経路の
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ために新たな表面を露出する。各場合に、それぞれわずかな量の吸着剤を石炭パイル上に
配分し、特定の処理比率が０．００８重量％のハロゲン系吸着剤及び０．２５重量％の粉
末吸着剤に到達するまで混合した。
【０１２０】
　各サンプル（石炭供給原料及び精製炭）を、以下に記載されるパイロット規模試験で用
いる貯蔵ホッパーに輸送した。試験の間、これらの貯蔵ホッパーを石炭供給ホッパー上に
直接配置する。貯蔵ホッパーから供給ホッパーに石炭及び精製炭をそれぞれ移動させるた
めに、回転バルブを用いる。微量の処理済燃料を除去するために各試験後、貯蔵ホッパー
及び供給ホッパーを希釈酸溶液で洗浄する。
【０１２１】
燃料分析
　各試験期間中、石炭サンプルは、貯蔵ホッパー及び供給ホッパー間の回転バルブのすぐ
下に位置する開口部を備える、７０％のアングルで供給装置の側壁を貫通する小管を通じ
て貯蔵ホッパーから輸送する。このルーベは、供給ホッパーが満たされるたびに、わずか
な量の燃料を途中で捕らえる。この方法では、燃料の正確な燃焼サンプルが得られる。石
炭サンプルは重量により、サンプル管端に取り付けたサンプル袋の中に落下する。供給原
料及び精製炭試験期を表す燃料サンプルと別々に、それぞれ次の試験期に先だって新しい
袋をサンプル管に取り付ける。
【０１２２】
　燃焼石炭を連続的に採取し、石炭供給原料の燃焼からの放出ベースライン及び、同様に
精製炭の燃焼からの放出を測定する。近似分析及び元素分析、発熱量、無機元素酸化物分
析（蛍光Ｘ線により）、及び塩素含量及び水銀含量の測定のため、石炭供給原料及び精製
炭を別々に供した。この分析結果を表１に示す。燃料サンプルは、わずかな量の許容水分
含量の蒸発を可能とする傾向にあるいくつかの処理工程を経た。最大の低減は燃料の粉砕
の間に起こる。ハンマーミル微粉砕機は、粉砕から生じる粉炭粒子の露出面をわずかに乾
燥する傾向にある誘引通風を発生させる。生じる乾燥度は主に、燃料調製時における周囲
大気条件（温度及び相対湿度）の作用である。結果として、石炭供給原料及び精製炭の間
で容易に比較できるように、燃焼組成物を分析する。
【０１２３】
　石炭供給原料（試験ＡＦ－ＣＴＳ－１４６１）を、２０．０３重量％の含水量で９６２
１ Ｂｔｕ／ｌｂの燃焼熱量をもって測定した。水分を含まない発熱量及び灰含量はを、
１２,０３１ Ｂｔｕ／ｌｂ及び４．９１重量％でそれぞれ測定した。石炭供給原料の硫黄
含量を、無水ベースで０．３７重量％（０．６２４ ｌｂＳＯ２／ＭＭＢｔｕ）により測
定した。粉末吸着剤及び液体ハロゲン系吸着剤は発熱量がなく、及び液体ハロゲン系吸着
剤は、該液体の水分含量のため、さらなる水分を精製炭に導入する。このため、精製炭の
発熱量（Ｂｔｕ／ｌｂ）の低減を、石炭供給原料のＢｔｕ／ｌｂと比較して、通常予想す
る。各燃料に含有される無機物の灰分析は、石炭供給原料に対して、精製炭がＣａＯ及び
ＳＯ３を豊富に含み、ＳｉＯ２、Ａ２Ｏ３、及びＦｅ２Ｏ３を激減させることを示す。そ
れぞれ供給原料及び精製炭サンプルにおいて、０．０５７０μｇ／ｇ（５．９２４　ｌｋ
ｂ／ＴＢｔｕ、無水ベース）及び０．０５５６μｇ／ｇ（５．９０８　ｌｋｂ／ＴＢｔｕ
、無水ベース）で水銀含量を測定した。供給原料及び精製炭サンプルの塩素含量をそれぞ
れ１９．４及び３０．０μｇ／ｇで測定した。
【０１２４】
　各試験の間集められた供給原料及び精製炭サンプルの乾燥ふるい分析を、実施例２の表
に示す。石炭供給原料に関する結果は８４．３重量％が２００メッシュを通過し、６９．
２重量％が３２５メッシュを通過するが、精製炭サンプルに関しては８７．１重量％が２
００メッシュを通過し、７３．１重量％が３２５メッシュを通過する。
【０１２５】
実施例２
　石炭供給原料はＰＲＢ石炭である。精製炭はＰＲＢ石炭供給原料に、０．００８重量％
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のハロゲン系吸着剤及び０．２５％の粉末吸着剤を加えたものである。粉末吸着剤はＣＫ
Ｄが１５％及び粉砕ＣＫＤが８５％である。ハロゲン系吸着剤は実施例１由来のものであ
る。供給原料及び精製炭についてＮＯｘ及びＨｇ放出を測定した。
【０１２６】
【表３】

＊適用不可
【０１２７】
　水銀濃度は石炭供給原料の灰中で０．５５８μｇ／ｇであり、精製炭の灰中で０．８３
３μｇ／ｇであった。
【０１２８】
実施例３－アメリカ中部の亜瀝青炭
　石炭供給原料はＰＲＢ石炭である。精製炭はＰＲＢ石炭供給原料に０．００５重量％の
ハロゲン系吸着剤及び０．２５％の粉末吸着剤を加えたものである。該粉末吸着剤はＣＫ
Ｄが１５％及び粉砕ＣＫＤが８５％である。ハロゲン系吸着剤は実施例１由来のものであ
る。供給原料及び精製炭についてＮＯｘ及びＨｇ放出を測定した。
【０１２９】
　午前中を使用し、約２１３９゜ＦのＦＥＧＴに到達させるために６０．２８　ｌｂ／ｈ
ｒの平均速度で燃焼される石炭供給原料の燃焼による放出ベースラインを確立した。炉出
口でＮＯｘ制御をシミュレーションする１５．１３％で利用されるＯＦＡと共に、炉出口
で３．０５％に過剰酸素を制御した（約１６．９８％の過剰な空気）。
【０１３０】
　精製炭を５８．９１　ｌｂ／ｈｒの速度で燃焼させ、１５．１８％に維持されるＯＦＡ
と共に、炉出口で２１３９゜ＦａｔのＦＥＧＴ、過剰酸素３．１％（過剰空気約１７．３
３％）を達成した。得られた排出低減を以下の表に示す。
【０１３１】
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【表４】

* 適用不可
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